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■ガイドブックの目的 
本ガイドブックは、上記の現状と課題を踏まえ、特別支援学校（病弱）のみならず、小・

中学校、高等学校等の教職員が病気の子どもの教育的ニーズについての理解を深め、ニー

ズに応じた支援・配慮を行えるよう、必要な情報を具体的に分かりやすく提供することを

目的としています。そして、インクルーシブ教育システム構築に向けて、病気の子どもへ

の合理的配慮を検討・提供する際に、参考資料として活用していただくことを目指してい

ます。 

 

■ガイドブックの活用の仕方 
本ガイドブックは、病気の子どもへの指導・支援方法について詳細に記述したマニュア

ル本ではなく、必要な情報をコンパクトにまとめ、病気の子ども一人一人の教育的ニーズ

や支援・配慮についての検討をサポートするツールです。例えば、ケース会議等で病気の

子どもの実態把握を行う際に、特定の内容に偏った話し合いとならないよう、関係者間で

共有する参考資料として活用することが考えられます。その際、巻末に掲載している「病

気の子どもの事例検討シート（教育的ニーズ、支援・配慮）」（資料１）を使って、教育的

ニーズを整理したり、実施可能な支援・配慮について検討したりすることもできます。 
同様の目的で、入院中の子どもが復学する際の支援連携会議（学校によって名称は様々）

等で、特別支援学校（病弱）や病弱・身体虚弱特別支援学級（以下、「病院にある学校・学

級」という）の教員と前籍校の教員とで復学後の支援・配慮を検討する際の参考資料とし

て活用することも考えられます。 
また、本ガイドブックは、経験の少ない教員が病弱教育の基礎的・基本的な内容を理解

するための研修テキストとしても活用できます。例えば、教育センターにおける病弱教育

の基礎研修のテキストとして活用したり、学校の状況に応じて校内研修のテキストとして

活用したりすることが考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇教育的ニーズ  
 
 
〇前籍校  

 本ガイドブックでは、「学習上又は生活上、何らかの教育的な配慮が必要で

あると考えられること」と定義する。  
 

児童生徒が病院にある学校・学級に転籍する前に在籍していた学校のことを

意味する。  
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Ⅱ．病弱教育の基礎・基本 

 

■病弱教育とは 
 「病弱」とは、医学的な用語ではなく、病気のため継続して医療や生活規制を必要とす

る状態を示す意味で用います。「身体虚弱」とは、病気にかかりやすいため継続して生活規

制を必要とする状態を意味する用語です。病弱や身体虚弱の子どもへの教育のことを「病

弱・身体虚弱教育」あるいは「病弱教育」と言うことが一般的です。 
 学校教育法施行令第 22 条の３において、「病弱者」とは、以下のように定義されていま

す。 

（１）慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状

態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 
（２）身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

 この定義に該当する、すなわち「病弱者」であり、教育上の支援・配慮が必要な子ども

は、小・中学校等の通常の学級に多く在籍しています。また、手厚い指導・支援を必要と

する場合には、必要に応じて、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校の本校・分

校・分教室や訪問教育といった多様な学びの場で教育を受けることができます（図２）。な

お、いわゆる「院内学級」とは、正式に定義された用語ではありませんが、入院中の子ど

もに対して行われている教育のうち病院内に設置された教育の場のことを言います。 

 

 

図２ 病弱教育の場 

（全国特別支援学校病弱教育校長会「病気の子どもの理解のために」より） 
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 また、特別支援学校（病弱）等では、対象の子どもの病気や障害の状態が多様化し、重

度・重複化する中で、実態に応じて以下の（１）～（５）の教育課程の類型を用意するこ

とによって、様々な子どもの多様なニーズへの対応がなされています。 

（１）小学校・中学校の各教科の各学年の目標・内容等に準じて編成・実施する

教育課程 
（２）小学校・中学校の各教科の各学年の目標及び内容を当該学年（学部）より

も下学年（下学部）のものに替えて編成・実施する教育課程 
（３）小学校・中学校の各教科又は各教科の目標及び内容に関する事項の一部を

特別支援学校（知的障害）の各教科又は各教科の目標及び内容の一部によ

って、替えて編成・実施する教育課程 
（４）各教科、道徳若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各

教科もしくは総合的な学習の時間に替えて、自立活動を主として編成・実

施する教育課程 
（５）家庭、施設又は病院等を訪問して教育する場合の教育課程 

 なお、訪問教育は教育形態の一つであり、教育課程としては、上記（１）～（４）を含

んでいます。しかし、いずれの類型にも合致しない子どもや教育課程の類型の狭間にいる

子どもに対しては、予め用意した教育課程の一類型に当てはめることは望ましくありませ

ん。この場合は、個別の指導計画により、より個に応じた教育内容、方法が準備されるこ

とが必要です。 
 

 

＜ 参 考 ＞ 
特別支援学校（病弱） 

 病気等により、継続して医療や生活上の管理が必要な子どもに対して、必要な配

慮を行いながら教育を行っています。特に病院に入院したり、退院後も様々な理由

により小・中学校等に通学することが難しい場合は、学習が遅れることのない様に、

病院に併設した特別支援学校やその分校、又は病院内にある学級に通学して学習し

ています。 

 授業では、小・中学校等とほぼ同じ教科学習を行い、必要に応じて入院前の学校

の教科書を使用して指導しています。自立活動の時間では、身体面の健康維持とと

もに、病気に対する不安感や自信の喪失などに対するメンタル面の健康維持のため

の学習を行っています。 

 治療等で学習空白のある場合は、グループ学習や個別指導による授業を行います。

病気との関係で長時間の学習が困難な子どもについては、学習時間を短くするなど

して柔軟に学習できるように配慮しています。 

 退院後も健康を維持・管理したり、運動制限等のために、特別支援学校の寄宿舎

から通学又は自宅から通学し学習をする子どももいます。通学が困難な子どもに対

しては、必要に応じて病院や自宅等へ訪問して指導を行っています。 

 

病弱・身体虚弱特別支援学級 

 入院中の子どものために病院内に設置された学級や、小・中学校内に設置された

学級があります。病院内の学級では、退院後には元の学校に戻ることが多いため、

元の学校と連携を図りながら各教科等の学習を進めています。教科学習以外にも、

特別支援学校と同様に身体面やメンタル面の健康維持や改善を図る学習を行うこと

もあります。 

（文部科学省 HP より）
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■病弱教育の意義 
病弱教育の意義については、文部科学省の通知「病気療養児の教育について」（文初特

第 294 号，平成６年 12 月 21 日）を引用します。 

病気療養児は、長期、短期、頻回の入院等による学習空白によって、学習に遅れが

生じたり、回復後においては学業不振となることも多く、病気療養児に対する教育は、

このような学習の遅れなどを補完し、学力を補償する上で、もとより重要な意義を有

するものであるが、その他に、一般に次のような点についての意義があると考えられ

ていることに留意する必要がある。 
(一) 積極性・自主性・社会性の涵養 

病気療養児は、長期にわたる療養経験から、積極性、自主性、社会性が乏しくなり

やすい等の傾向も見られる。このような傾向を防ぎ、健全な成長を促す上でも、病気

療養児の教育は重要である。 
(二) 心理的安定への寄与 

病気療養児は、病気への不安や家族、友人と離れた孤独感などから、心理的に不安

定な状態に陥り易く、健康回復への意欲を減退させている場合が多い。病気療養児に

対して教育を行うことは、このような児童生徒に生きがいを与え、心理的な安定をも

たらし、健康回復への意欲を育てることにつながると考えられる。 
(三) 病気に対する自己管理能力 

病気療養児の教育は、病気の状態等に配慮しつつ、病気を改善・克服するための知

識、技能、態度及び習慣や意欲を培い、病気に対する自己管理能力を育てていくこと

に有用なものである。 
(四) 治療上の効果等 

医師、看護婦等の医療関係者の中には、経験的に、学校教育を受けている病気療養

児の方が、治療上の効果があがり、退院後の適応もよく、また、再発の頻度も少なく、

病気療養児の教育が、健康の回復やその後の生活に大きく寄与することを指摘する者

も多い。また、教育の実施は、病気療養児の療養生活環境の質（QOL（クオリティ・

オブ・ライフ））の向上にも資するものである。 

 このように、病気療養中も教育が重要であることを多くの学校関係者や医療関係者が理

解し、相互に連携しながら適切に対応できることが望まれます。 
 また、小・中学校等の通常の学級に在籍している病気の子どもは、多くの健常の子ども

たちと一緒に学校生活を送っています。しかし、運動や食事などの制限があったり、体調

が悪い時があったり、定期的に通院したりするため、みんなと一緒に行動できないことも

あります。それは、病気の子どもたちにとって、とても辛いことです。子どもたちに過度

な「我慢」や「無理」をさせないためには、教員の理解が大切です。明日、明後日、来週、

来月にみんなと一緒に勉強したり、行事に参加したりするために、今何をする必要がある

のかを病気の子どもと一緒に考え、本人の思いや主体的な取組を支える教員であってほし

いと願います。 
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☞もっと詳しく知りたい！ 
 〇独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（2015）：特別支援教育の基礎・基本 新訂

版 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築．ジアース教育新社． 
特別支援教育の基礎理論、障害種別の幼児児童生徒の教育課程、指導方法等を学ぶことが

できます。  
「障害者権利条約」、「障害者差別解消法」など、特別支援教育をめぐる大きな動向を踏ま

え、最新情報を盛り込んだ新訂版です。  
 
 〇全国特別支援学校病弱教育校長会（2012）：特別支援学校の学習指導要領を踏まえた

病気の子どものガイドブック．ジアース教育新社． 
病弱教育について、学習指導要領を踏まえて体系的に学ぶことができます。  
特別支援学校による指導事例も複数掲載されています。  
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Ⅲ．病気の理解 

 
慢性疾患とは、経過の長い病気であって、その原因として先天的な異常と後天的な病気

や障害等があります。医療の進歩によって、入院期間は短期化傾向にありますが、入退院

を繰り返したり、定期的な外来治療を受けたりするなど継続的な医療は必要です。 
文部科学省が平成 25 年 10 月に公表した「教育支援資料」には、病弱教育の対象となる

病気の症状や教育上の配慮について掲載されており、基礎的な情報として理解しておくこ

とが重要です（表１，資料３）。 

 
表１ 「教育支援資料」に例示されている病気 

①気管支喘息（ぜんそく） 
②腎臓病（急性糸球体腎炎、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群） 
③筋ジストロフィー 
④悪性新生物（白血病、神経芽細胞腫） 
⑤心臓病（心室中隔欠損、心房中隔欠損、心筋症、川崎病） 
⑥糖尿病（１型糖尿病、２型糖尿病） 
⑦血友病 
⑧整形外科的疾患（二部脊椎症、骨形成不全症、ペルテス病、脊柱側湾症） 
⑨てんかん（緊急対応を要する発作、危険を排除しながら見守るのが中心の発作）

⑩重症心身障害 
⑪アレルギー疾患（アトピー性皮膚炎、食物アレルギー） 
⑫肥満（症） 
⑬心身症（反復性腹痛、頭痛、摂食障害、起立性低血圧） 
⑭うつ病等の精神疾患（うつ病、双極性障害、統合失調症や神経症等も含む）と

発達障害など 
⑮その他（色素性乾皮症（XP）、ムコ多糖症、もやもや病、高次脳機能障害、脳

原性疾患等） 

 

 このように、病弱教育の対象となる病気は多種多様ですが、病名だけでなく、その病状

や教育的ニーズなどを踏まえた対応が必要です。病気の種類や病状、治療方法、環境要因

（家庭、学校など）、個人要因（性格、興味・関心など）など、様々な要因が病気の子ども

一人一人で異なることから、個々の実態を的確に把握した上で指導に当たることが大切で

す。 

 また、子どもの慢性疾患は主なものでも数百種類を超えると言われ、教員がそれらの病

気に関する知識を網羅するのは困難です。そのため、病弱教育の対象として代表的な病気

に関する知見とともに、本ガイドブックに掲載している慢性疾患に共通する内容に関する

知見の双方を理解しておくことが重要です。個々の病気に関する詳しい情報は、以下の資

料や書籍を参照ください。 
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☞もっと詳しく知りたい！ 
 〇全国特別支援学校病弱教育校長会：病弱教育支援冊子「病気の子どもの理解のために」． 

学校教育に関する機関で病気の子どもに接する人を対象として、病気の子どもを理解して

もらうことを目的とした冊子です。  
疾病別に専門的な内容が盛り込まれた別冊も複数あります。  

・こころの病  
・血友病  
・ぜん息・アレルギー  
・てんかん  
・心疾患  
・ムコ多糖症  
・胆道閉鎖症  
・肥満  
・白血病  
・脳腫瘍  

・筋ジストロフィー  
・糖尿病  
・色素性乾皮症  
・もやもや病  
・腎疾患  
・ペルテス病  
・高次脳機能障害  
・潰瘍性大腸炎、クローン病

・膠原病  

 
下記 Web サイトよりダウンロードして活用できます。  

http://www.nise.go.jp/portal/elearn/shiryou/byoujyaku/supportbooklet.html 
http://www.zentoku.jp/dantai/jyaku/index_book.html 

 
 〇加藤忠明・西牧謙吾・原田正平（編著）（2014）：すぐに役立つ 小児慢性疾患支援マ

ニュアル 改訂版．東京書籍． 
子どもの慢性疾患の最新医療情報を正確に分かりやすく提供し、学校における子どもの病

状への一次対応を正しく行えるようにすることを目的に作成されたマニュアルです。  
 
 
 
 

 
  

コラム「小児慢性特定疾病とは」 

 

児童福祉法では、「小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者が

当該疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険

が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働

大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。」と定義されています。児童福祉

法の平成 26 年５月の改正によって、小児慢性特定疾病の患者に対する医療費助成は公平か

つ安定的な制度となり、さらに子どもの自立を支援するための事業を法定化する等の措置

も講じられることになりました。また、対象の疾病を拡大し、14 疾患群、704 疾病となり

ました。小児慢性特定疾病の子どもの多くは、小・中学校等の通常の学級に在籍している

と考えられており、一人一人の教育的ニーズに応じた支援・配慮が望まれます。 

小児慢性特定疾病に関する詳しい情報は、Web サイト「小児慢性特定疾病情報センター」

をご覧ください。http://www.shouman.jp/ 
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表２ 病気の子どもの教育的ニーズのカテゴリー及びキーワード 

教育的ニーズ 掲載 

ページカテゴリー キーワード 

学
習
面 

1.学習指導  学習空白や学習の遅れ、学習意欲、指導時間  P.12 

2.前籍校  前籍校との連携、前籍校の友達とのつながり、復学後

のケア  P.13 

3.経験  経験の不足、語彙の不足  P.15 

4.進路  進路の選択、将来の夢  P.16 

自
己
管
理 

5.自己理解・病気の理解  自己理解、病気の理解、治療の理解  P.17 

6.自己管理  体調管理、基本的生活習慣  P.18 

7.ストレス  ストレスへの対処、入院中のストレス  P.19 

対
人
面

8.人間関係  集団活動への参加、人間関係の希薄さ、友達とのつな

がり  P.20 

9.コミュニケーション  コミュニケーションスキル、年齢・場に応じた行動・

言動、自分が必要な支援を求める力  P.21 

心
理
面 

10.自己肯定感・自己効力感  自己肯定感の低下、成功体験の不足、自信の獲得  P.23 

11.心理的な安定  心理面へのケア、感情のコントロール  P.24 

12.不安  学習面の不安、病気への不安、将来への不安  P.25 

連
携 

13.医療等との連携  医療等との連携  P.26 

14.保護者との連携・支援  保護者との連携、保護者のストレス、福祉機関等の情

報  P.27 

 

表３ 合理的配慮の観点・項目と教育的ニーズのカテゴリーとの関連 

合理的配慮の観点・項目 教育的ニーズのカテゴリーと支援・配慮の視点 

① 
―

 

１ 

教
育
内
容 

①－１－１  
学習上又は生活上の困

難を改善・克服するため

の配慮  

・【経験】：語彙の拡充  
・【自己理解・病気の理解】：病気や治療の理解、           

自己理解の促進  
・【自己管理】：生活上の制限の理解、自己管理支援、基本的生活習慣の

確立  
・【ストレス】：ストレスマネジメント  
・【コミュニケーション】：必要な支援の要求、社会性の育成  

①－１－２  
学習内容の変更・調整  

・【学習指導】：学習状況の把握、指導内容の精選・学習進度の調整、授

業展開の工夫  

① 
―

 

２ 

教
育
方
法 

①－２－１  
情報・コミュニケーショ

ン及び教材の配慮  

・【学習指導】：教材・教具の工夫  
・【前籍校】：交流活動の実施  
・【コミュニケーション】：コミュニケーションの場の設定  

①－２－２  
学習機会や体験の確保  

・【進路】：進路支援  
・【経験】：経験の機会の設定  
・【人間関係】：集団参加の場の設定、集団活動への参加方法の工夫  

①－２－３  
心理面・健康面の配慮  

・【学習指導】：体調や心理面への配慮  
・【自己肯定感・自己効力感】：成功体験や賞賛される経験を積み重ねる

機会の設定、教師の声掛け  
・【心理的な安定】：感情のコントロール、興味・関心のある活動の設定、

受容的な関わり、授業等での工夫  
・【不安】：不安の軽減  
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－学習面に関すること－ 

 

キーワード：学習空⽩、学習の遅れ、学習意欲、指導時間
病気の子どもは、長期、短期、頻回の入院等による学習空白によって、学習に遅れが生

じたり、回復後においては学業不振となったりすることが多くあります。そのため、定着

していない学習内容や学習のつまずきといった学習状況の把握が欠かせません。その実態

に応じて、いずれの学びの場においても、学習集団の工夫や家庭（あるいは病室）での学

習課題の工夫などが望まれます。 
病院にある学校・学級に在籍している子どもは、病状や治療の経過等によって、学習時

間の制約を受けている場合が多く、指導内容を適切に精選しなければなりません。特に、

高等学校の受験を控える中学生にとっては、「成績の悩み」が大きなストレスであるとさ

れていて、前籍校との指導内容の連続性等に配慮して効果的に学習活動を展開する必要が

あります。また、限られた時間内に授業を円滑に進めるために、学習プリントを工夫して

子どもの作業量を軽減したり、デジタル教材を活用したりするなど、教材・教具の工夫が

必要です。 
病気療養中の自学自習には限界があり、学力の低下を引き起こしてしまう可能性があり

ます。そのため、入退院によって学習指導に関するニーズへの配慮が途切れないようにす

ることが重要です。 
 

■支援・配慮の視点と具体例 

学習状況の把握 定着していない学習内容を把握する。 

学習のつまずきを見つける。 

授業の工夫 スモールステップの目標設定で成功体験を積み重ねる。 

学習方法を教える。 

個別に補充指導を行う。 

病院にある学校・学級 

指導時間の確保、  

指導体制の工夫  

学習グループを柔軟に変えながら指導する。  
各教科の専科教員による指導の充実を図る。  
時間を区切って個別指導する時間を確保する。  

指導内容の精選、  

学習進度の調整  

各教科の基礎的・基本的な内容を抽出する。  
前籍校と連絡をとりながら、授業進度を合わせる。 

ICT の活用  直接的な体験ができない場合は視聴覚教材等を活用する。 
テレビ会議システム等を活用して、療養中でも可能な限り学習で

きるよう工夫する。 
 

エピソード①：中学 1 年 Ａさん  
 気管支喘息とアトピー性皮膚炎の治療のため、長期入院をすることになった A さん。前籍校での学習

進度への不適応なども見られていました。そこで、特別支援学校（病弱）では前籍校での学習状況を確

認し、プリントによる学習を行いました。また、復学のことも考え、授業の最初に行う漢字テストなど

身に付いている学習習慣を継続させるための手立ても併せて行いました。また、学習内容が難しくなる

と、手や足を掻こうとするので注意を促し、エアコンを使用するとともに掻痒感が治まる方法（冷やす、

タオルで拭く）を工夫しました。現在、退院時期を検討中ですが、体験活動などで成就感を味わうこと

で、学習意欲が向上してきました（宿題を毎日提出するなど）。 

 

  

学習指導 
「みんなと同じように勉強がしたい！」 
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－学習面に関すること－ 

 

キーワード：前籍校との連携、前籍校の友達とのつながり、復学後のケア 
入院中、病院にある学校・学級で学習している子どもにとって、大きな励みになるのは

前籍校（地元の学校）とのつながりです。復学（前籍校に再び転籍すること）の過程で生

じやすい問題点として、入院中の子どもと前籍校とのつながりが維持されなくなること

や、復学に際しての子ども・保護者の不安や必要な配慮事項について前籍校から理解が得

られにくいことなどが挙げられます。そのため、病気の子どもにとって、心の支えである

前籍校とのつながりを維持していくことが重要です。その際、病院にある学校・学級の教

員からの一方向の働きかけではなく、「週の予定表や学級通信等を交換し、学校生活の情

報を相互に共有する。」など、双方向の働きかけを基本とした連携が必要です。入院期間

の短期化により退院後も引き続き医療や生活規制が必要な子どもが増えていることから、

入院中だけでなく、退院後も学校間の連携が重要であり、切れ目なく支援できるような体

制づくりが望まれます。 

また、テレビ会議システム等を活用した前籍校との交流及び共同学習は、友達とのつな

がりを維持する上でも有効です。 

 

■支援・配慮の視点と具体例 
各 校 の 担 任 間 の

連携 

週の予定表や学級通信等を交換し、学校生活の情報を相互に共有

する。 

学習進度や使用する教材を確認する。 

交流活動の実施 ICT を活用した交流及び共同学習を計画的に実施する。 

お見舞いやビデオレター、手紙のやりとり等をとおして、前籍校

の友達とのつながりを維持する。 

病院にある学校・学級 

前籍校との連携 転入・転出時のカンファレンスに前籍校の担任も参加できるよう

にする。 

前籍校に復学した後も必要な配慮等に関する情報を提供する。 

（特別支援学校高等部の場合）前籍校と連携し、相互に単位の読

み替えを行う。 

 

エピソード②：小学６年 Ｂさん  
 白血病の治療のため、長期入院をしていた B さんは、退院が近づくにつれ前籍校へ戻ることに不安を

感じていました。「友達が自分のことを覚えていてくれるだろうか」、「自分の机が残っているだろうか」、

「学習が遅れていないだろうか」、「今の自分の容姿のことでからかわれないだろうか」等々。そこで、

特別支援学校（病弱）の担任が前籍校の学年主任、担任と連携して B さんに前籍校の様子を一つ一つ伝

えるとともに、心理的な安定を目指した自立活動の授業（創作活動、クラスメイトとのボードゲーム、

個人的に話を聞く等）の工夫を行いました。また、前籍校の学習進度を把握して教科担当とも連携しま

した。容姿や病気への配慮については、前籍校の協力が不可欠なため、初めに特別支援学校（病弱）と

主治医が支援会議に向けての事前会議を行い、次に本校と主治医と保護者との会議を経てから、本校、

前籍校、主治医、保護者で、病気や容姿についての配慮事項を話し合い共通理解しました。B さんは安

心して転出し、前籍校に順調に登校を始めました。 

  

前籍校 
「今、どんな勉強をしてるのかなぁ」「私のこと、覚えてるかなぁ」 



 

 

 

 
文部

子ども

送る病

だけに

を豊か

児童生

でなく

用によ

ながら

ュレー

るコミ

交流の

 

 

 この

ことが

たよう

価なア

電話の

院をつ

る ICT
します

 
（参考

〇文

 〇文

 〇魔

 〇特

部科学省より

もに対する情

病弱者である

に、時間や空

かにしていく

生徒の学習環

、意欲の向

よる支援方策

ら、実際に行

ーション学習

ュニケーシ

の機会の提供

テレビ会議

のように ICT
ができます。

なことが、

アプリ（無料

のアプリやテ

つないで交流

T 活用につい

す。  

考資料）  
文部科学省「

http://www
文部科学省「

http://www
魔法のプロジ

特別支援教育

 

コ

り平成 22 年

情報教育の意

る児童生徒に

空間に制限さ

上で有用な

環境を大きく

向上や心理的

策としては、

行うことが難

習や、インタ

ションの維持

供などを行え

議システムで
（文部科

T をうまく活

一昔前まで

急速に普及

料のアプリも

テレビ会議シ

流したり、一

いて知ること

「教育の情報

w.mext.go.jp
「学びのイノ

w.mext.go.jp
ジェクト． 

育教材ポータ

コラム「病

10 月に出さ

意義について

にとっては、

されないネッ

な方法という

く変える可能

的な安定など

「個々の病気

難しい観察や

ターネットや

持・拡大、テ

えるようにす

で病院内の子
科学省「教育

活用するこ

では、高価な

及が進んでい

も多い）で実

システム等を

一緒に学んだ

とから始めま

報化に関する

p/a_menu/s
ノベーション

p/b_menu/s
http://mah

タルサイト．

 
- 14 - 

 

病気の子ど

された「教育

て、「同年代

家庭や前籍

ットワークは

うことができ

能性がある。

どにも効果が

気による現在

や実験の補助

や電子メール

テレビ会議シ

することも大

子どもと小学
育の情報化に

とで、病気

な機器やソフ

いるスマート

実現可能にな

を活用するこ

だりすること

ましょう。以

る手引」．  
shotou/zyou
ン事業実証研

shingi/chou
ho-prj.org/
 http://ky

どもと ICT」

育の情報化に

の児童生徒

籍校等との交

は、その特性

き、病気によ

これらは、

がある。」と

在の症状や

助として、コ

ルなどの活用

システムなど

大切である。

学校の子ども
関する手引」

の子どもの

フトウェア等

トフォンや i
なりました。

ことで、上の

とが可能です

以下に、We

uhou/12594
研究報告書」

usa/shougai

yozai.nise.g

」 

に関する手引

や親元から

交流や情報収

性から児童生

よる運動や生

学習上の効

されていま

健康状態へ

コンピュータ

用を通じたネ

どによる前籍

」とされて

 
もが交流して
より） 

学びの可能性

等がなけれ

Pad 等のタ

。入院中で

のイラストの

す。まずは、

eb 上で入手

13.htm 
．  
/030/toushi

go.jp/ 

引」では、病

離れて入院

収集が欠かせ

生徒が自らの

生活の規制が

効果を高める

す。また、

の配慮を中

タ教材による

ネットワーク

籍校等との連

います。  

ている様子 

性を大きく

ば実現でき

ブレット P
あっても、

のように学

、病弱教育

できる資料

in/1346504

 

 

病気の

生活を

せない

の生活

がある

るだけ

ICT 活

心とし

るシミ

クによ

連携・

広げる

なかっ

PC の安

テレビ

校と病

におけ

を紹介

.htm 



 

 
 

- 15 - 

 

－学習面に関すること－ 

 

キーワード：経験の不⾜、語彙の不⾜
病気の子どもは、入院等による欠席や治療上必要な生活規制があるために、日常生活や

学校生活上の様々な経験の機会が不足しがちです。多くの子どもにとって、学校生活上問

題となっていることとして、体育の授業や学校行事への参加が挙げられます。どのような

学びの場においても、学級担任には、こうした学習活動への参加方法や配慮の内容につい

て本人や保護者と一緒に考えていく姿勢が求められます。心疾患や腎疾患、アレルギー疾

患に関しては、学校生活において可能な運動や学校行事等への参加についての主治医の判

断を記載する「学校生活管理指導表」（公益財団法人日本学校保健会作成）、糖尿病には「糖

尿病患児の治療・緊急連絡法等の連絡表」（公益財団法人日本学校保健会作成）があり、

適切な活用が望まれます。 
特別支援学校学習指導要領（平成 21 年３月告示）では、特別支援学校（病弱）におけ

る各教科の指導について、「体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては、児童（生徒）

の病気の状態や学習環境に応じて指導方法を工夫し、効果的な学習活動が展開できるよう

にすること。」とされています。病状により、ベッドサイドでの学習が余儀なくされる場

合などには、直接体験が難しい学習活動も多くなるため、テレビ会議システム等の情報通

信ネットワークを活用するなどの工夫が求められます。 
また、様々な経験の不足は、自ずと語彙量にも影響するものと考えられます。入院中は、

関わる人が限定されるため、新聞等を活用して社会での出来事を話題にしたり、読書の機

会を増やしたりするなど、できるだけ多くの言葉にふれる機会を設定することが大切で

す。 
 

■支援・配慮の視点と具体例 
経験の機会の設定 学校行事（校外学習等）への参加方法を工夫する。 

様々な学習活動にチャレンジしやすい環境整備や雰囲気づくり

を行う。 

（病院にある学校・学級） 

 季節の行事に関連させた学習活動を取り入れる。  
他学年、他学部の子どもと活動する場面を設ける。 
直接的な体験が難しい学習活動がある場合、ICT を積極的に活用

する。 
語彙の拡充  授業等では分かりやすい言葉を用いる。  

子どもが説明する機会を確保する。  
 

 

エピソード③：小学２年 Ｃさん  
 C さんは小さい頃から入退院を繰り返していました。そのためもあってか、同年代の友達とうまく関

わることが苦手なようです。そこで休憩時間だけでなく、各授業中でも同年代の友達と関わったり相手

の気持ちを考えたりする機会を意識的に設定するようにしました。国語では物語文の登場人物の気持ち

の変化について考える活動、算数では友達の意見や考え方を聞いて、それに対する自分の意見を言う活

動、図工の製作の時間ではマジックやはさみなどの道具をお互いに声を掛け合って貸し借りしながら使

う活動、などを取り入れるようにしました。少しずつですが、友達との楽しいやりとりの時間がもてる

ようになってきました。 

  

経験 
「できたら参加したいけれど…」 
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－学習面に関すること－ 

 

キーワード：進路の選択、将来の夢
近年、小児期に発症した慢性疾患患者の予後が改善し、その多くが成人を迎えるように

なり、キャリーオーバー患者と呼ばれていて、小児医療から成人医療にどのように移行す

るかという「トランジッション」が一つの問題となっています。教育に着目すると、例え

ば、学校を休みがちになることによる学力の不足等が低学歴ひいては就労の問題に影響し

ている可能性が指摘されています。 

今後は、将来の自立と社会参加を見据え、キャリア教育の視点でニーズを捉えていく必

要があります。病気の子どものキャリア教育を考える際には、「職業教育」というイメー

ジにとらわれず、病気の子どもは「地域から病院へ、病院から地域へ、学校から社会へ」

といった様々な移行を経験することを踏まえ、「移行支援」という視点も重要です。 

また、これからは、病気の子どもの障害状況によって、移行時における合理的配慮の検

討も必要であり、移行先で必要な配慮を自ら伝える力を育むことも重要であると言えま

す。 

 

■支援・配慮の視点と具体例 
進路支援 子どもの実態に応じた進路情報の収集・提供を行う。 

自分の良いところを見つけられるようにする。 

「なりたい自分」を目指して、今やるべきことを見つけられるよ

う支援する。 

 

 

エピソード④：中学３年 Ｄさん  
 白血病の治療のため中学３年の６月から長期入院していた D さんは、入院のショックと投薬治療のた

め、なかなか高校受験を目指して学習に取り組む気持ちになれずにいました。同学年の生徒と授業を受

け、進路希望校を決めていく過程で、徐々に前向きな気持ちを取り戻していきました。そこで、学校と

しては、前籍校・進路希望校・主治医と連絡を取り合い、前籍校を通じて受験情報を集めました。希望

校には、感染症予防と体力面への配慮のため、別室での受験をお願いしました。主治医には早くから受

験の日程を知らせ、入試当日に外出できるよう、治療の日程を調整してもらいました。D さんは、いろ

いろな方の協力を得て受験し、合格することができました。３月には退院し、４月から高校生活を始め、

元気に通学していることを院内教室に報告しにきてくれました。 

 

エピソード⑤：中学３年 Ｅさん  
 E さんは、左心低形成症候群のため、24 時間酸素療法を行っており、体調管理を十分に考慮した進

路選択と受験勉強を行う必要がありました。単位制の高校を希望したが、試験科目の作文と面接はどち

らも苦手分野で、具体的な将来の展望も描くことができていませんでした。そこで、志願理由及び面接

の質問項目について、その内容を詳細に分けて作文する課題に取り組むことで、これまでの自分の経験

を振り返り、進路に向けての知識や考え、将来の希望について整理することができました。昼休みの時

間を中心に取り組み、家庭学習は添削の書き直しを基本にすることで、無理なく意欲を持続することが

できました。100 枚以上のポートフォリオを作成して、課題作文の長文や面接にも対応する力をつけ、

受験に臨むことができました。現在、希望の高校に通い、目標をもって日々の勉強に励んでいます。 

  

進路 
「将来の夢に向かって、今何ができるかな？」 
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－自己管理に関すること－ 

 

キーワード：⾃⼰理解、病気の理解、治療の理解
病気の子どもは、自分の病気の状態を理解し、病気の進行の防止に必要な生活様式につ

いての理解を深め、それに基づく生活の自己管理ができるようにすることが大切です。そ

のため、子どもが病気をどの程度理解できているのかを把握しておく必要があります。 

また、教員自身が指導する児童生徒の病気について理解を深めておく必要があります。

小・中学校等の学級担任が情報を収集する際には、全国特別支援学校病弱教育校長会が作

成した病弱教育支援冊子「病気の児童生徒への特別支援教育 病気の子どもの理解のため

に」が参考になります。 

小・中学校等においては、養護教諭を中心としながら子どもの主治医と連携し、自己の

病気や治療に関する理解を深められるような指導を行うことが望まれます。その際、特別

支援学校（病弱）のセンター的機能を活用して、自立活動の指導のノウハウを参考にする

ことも有効です。 

 

■支援・配慮の視点と具体例 
病気や治療の理解

の促進 

医療や家庭と連携しながら、自分の病気を認識する場をタイミン

グ良く設定する。 

自分の病気や今後の治療について理解することで、自分の将来を

イメージできるようにする。 

病気の理解が難しい子どもには、絵本を活用する等の工夫をす

る。 

自己理解の促進 自分を知ることで「よりよい自分になりたい」「もっと～がした

い」といった希望がもてるよう支援する。 

ソーシャルスキルトレーニングを授業の中に取り入れ、自分の意

見と他の人の意見の違いに気付けるようにする。 

 

 

エピソード⑥：小学５年 Ｆさん  
 アトピー性皮膚炎で入院していた F さんは、自立活動の時間にアトピー性皮膚炎について学習しまし

た。入院前の様子を聞くと、皮膚のことをからかわれた時にうまく言い返せなくて辛い思いをしたこと

もあったそうです。なぜ皮膚が痒くなるのか、薬（軟膏）はどの位の分量を塗ればいいのか、室内環境

や衣服をどのように整えればいいのか、自分の皮膚の症状について周りの友達や先生にどのように伝え

たらいいのか、などについて学習しました。しばらくすると、外泊の時には自宅でも自主的に軟膏を塗

るなど、自己管理ができるようになってきました。退院時には、「もしまた皮膚のことを聞かれたり、か

らかわれたりすることがあっても、自分できちんと説明できると思う。」と話してくれました。 

 

 

 
〇自立活動 自立活動とは、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るため

に必要な知識、技能、態度および習慣を養う指導であり、特別支援学校の教育課

程において特別に設けられた指導領域である。その内容は、「健康の保持」「心理

的な安定」「人間関係の形成」「環境の把握」「身体の動き」「コミュニケーション」

の６区分 26 項目で分類・整理されている。特別支援学校（病弱）における自立

活動の内容は、小・中学校等において病気の子どもに適切な指導や必要な支援を

行う上でも参考になるため、特別支援学校（病弱）との連携推進が望まれる。  
（参考）特別支援学校学習指導要領解説自立活動編

  

自己理解・病気の理解 
「これからどんな治療が続くの？」 
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－自己管理に関すること－ 

 

キーワード：体調管理、基本的⽣活習慣
慢性疾患のある子どもは、自分の病気に対して長期の自己管理が必要になります。その

ため、自分の病気について主体的にセルフケアを行えるようにすることが重要です。病気

によって、食事制限や運動制限等の内容が異なるとともに、個々に心理面への対応方法も

異なります。その際、子どもの発達段階を踏まえる必要もあります。 

「数値で分かるようにしたり、視覚的に分かりやすくしたりするなど、自己管理のため

の記録方法を工夫する。」など、客観的な指標を活用することが効果的です。このような

配慮が、小・中学校等に復学後も継続的に行われるようにするためには、復学時の支援連

携会議で共通理解を図るとともに、個別の教育支援計画に配慮事項を明記し引き継ぐこと

が重要です。 

また、小・中学校等では、病気の子どもの生活上の制限について、個人情報保護に十分

留意しながら、他の子どもにも正しく理解してもらう必要があります。そのことが、病気

の子どもの精神的な不安定さを支えるソーシャルサポートの向上につながります。 

 

■支援・配慮の視点と具体例 
生 活 上 の 制 限 の

理解 

子どもが生活上の制限を正しく理解できるよう医療と連携する。

生活上の制限がある中でも楽しめることを見つけられるように

する。 

子どもが「できること」を提示する。 

自己管理支援 自分で体調の変化に気付けるよう支援する。 

体調が悪いときに自分から伝えられるよう支援する。 

数値で分かるようにしたり、視覚的に分かりやすくしたりするな

ど、自己管理のための記録方法を工夫する。 

（病院にある学校・学級） 

 前籍校への復学時は、自己管理に関する引継ぎを適切に行う。 

基本的生活習慣の

確立 

バランスのとれた食事の重要性を指導する。 

生活チェック表をつけるよう指導する。 

 

エピソード⑦：小学３年 Ｇさん  
 G さんは、肥満による内臓疾患のため長期入院となりました。夜遅くまでゲームをするなど基本的な

生活習慣が乱れ、小学校入学以来学校を休みがちで学習においても未学習分野が多い状況でした。 病棟

からは、病状の改善のために学校生活の中でも運動量を増やして欲しいとの要望があり、新たに運動す

る時間を設定しました。天候等が許せば１校時は近くの公園まで散歩、２校時終了後の休み時間には、

毎日楽しめるボール運動を取り入れ習慣化を図りました。その結果、特別支援学校（病弱）転入当初は

登校を渋ったり遅刻したりすることもありましたが、次第に生活リズムも安定し、学校生活そのものも

前向きな気持ちで楽しめるようになってきました。また、学習に対しても集中して取り組めるようにな

ってきました。 

 
〇ソーシャルサポ

ート 

 社会的関係の中でやりとりされる支援。健康行動の維持やストレッサーの影

響を緩和する働きがある（e-ヘルスネット，厚生労働省 HP）。  
 子どもが困難な状況に直面したときに、慰めや励ましを受けたり（情緒的サ

ポート）、問題解決するための実際的な手助けを受けたり（実体的サポート）、

問題解決のために役立つ情報を提供してもらったり（情報的サポート）するこ

とは、病気対処行動の促進や維持の原動力になると言われている（独立行政法

人国立特殊教育総合研究所：平成１５年度一般研究報告書「慢性疾患児の自己

管理支援に関する研究」）。  

  

自己管理 
「みんなと一緒に生活するために」 
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－自己管理に関すること－ 

 

キーワード：⼊院中のストレス、ストレスへの対処
入院中は、治療に伴って様々な生活規制が生じるため、子どもにとってはストレスの多

い環境であると言えます。例えば、小学生では、外で遊べないことや家族と離れること、

中学生では学業の悩み、高校生では容姿の悩みが大きなストレスになっているなど、スト

レッサーは発達段階によって異なります。また、病気の種類によっても異なります。さら

には、病気の子どもにとって、不登校の経験がストレスに与える影響が大きいとされてお

り、個々の経験も踏まえてストレス状況を捉える必要があります。 

このようなストレスに対処するために、教員が子どものストレッサーを理解し配慮する

だけでなく、子どもが自分なりのコーピング（対処）の方法を身に付けられるよう指導す

ることが重要です。コーピングの方法については、ストレス発生段階ごとに整理して考え

る必要があるため、まずはストレス発生のメカニズムの理解を促す指導が不可欠です。 

また、病気の子どものストレス状況を把握する際には、学級担任だけでは限界があるた

め、養護教諭や保護者、医療関係者と連携し、日常的な情報共有に努めることが重要です。

 

■支援・配慮の視点と具体例 
ストレスマネジメ

ント 

クールダウンの方法や場所について一緒に考える。 

ストレッサーとストレス反応の関係性について理解促進を図る。

（病院にある学校・学級） 

 治療への不安を軽減していくような工夫をする。 

 

 

エピソード⑧：中学３年 Ｈさん  
 H さんは、白血病の治療のため長期入院となりました。治療が始まるとどんどん体力が奪われ起き上

がることも難しくなり、ベッドで寝たままの状態がしばらく続きました。体力が少しつき、ようやくベ

ッド上で体を起こして過ごせるようになった H さんに、少しでも入院生活を楽しく気持ちに張りをもた

せて過ごすことはできないかと考え、ベッド上でできる活動をいくつか提案しました。H さんはアイロ

ンビーズを選択し、好きなキャラクターをモチーフにしたコースターをいくつか作りました。さらに、

アイロンビーズで箱ティッシュケースを作りたいと申し出があり、教師の支援のもと、自分で考えたデ

ザインで六面作り、組み合わせて完成させることができました。アイロンビーズでの作品作りを楽しみ

にするようになり、作品の出来映えに充実感をもつようになって、入院による気持ちの落ち込みやスト

レスを軽減することができました。 

 

 

 

 

 

 
〇ストレスマネジ

メント教育 

ストレスに対する自己コントロールを効果的に行えるようになることを目

的とした教育的な働きかけのこと。ストレス状態を引き起こす要因を「ストレ

ッサー」という。  
 ※山中寛（2000）：ストレスマネジメント教育の概要．山中寛・富永良喜（編

著），動作とイメージによるストレスマネジメント教育  基礎編  子どもの

生きる力と教師の自信回復のために．北大路書房．  

  

ストレス 
「このモヤモヤ、イライラはどうすればいいんだろう」 
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－対人面に関すること－ 

 

キーワード：集団活動への参加、⼈間関係の希薄さ、友達とのつながり 
病院にある学校・学級では、子どもが少人数であることが多く、集団の中で様々な意見

を聞いて思考を深めたり、社会性を伸長させたりすることが難しい場合があります。また、

入院中や自宅療養中は、「友達とのつながり」を求めている子どもの思いに寄り添った配

慮が望まれます。一方、不登校を経験している子どもの中には、学校での人間関係にスト

レスを感じている場合もあると考えられ、交友関係や友達に対する本人の思いを把握して

おくことも重要です。 
学びの場の特徴を踏まえて、集団参加の場面を設定するとともに、病気の子どものニー

ズや病状等に応じて集団活動への参加方法を工夫する必要があります。特に、病院内で学

習している場合には、「情報通信ネットワーク（テレビ会議システム、テレビ電話等）を

活用して、集団活動に参加する。」など、ICT を活用した間接的な参加も有効です。 
 

■支援・配慮の視点と具体例 
集団活動への参加

方法の工夫 

集団活動にどの程度参加するか、どのような方法で参加するか

（教師と一緒に参加、一部参加、間接的参加）等、教師と一緒に

考えてから臨むようにする。 

いろいろな形で集団活動に参加した後の評価を行い、子どもにフ

ィードバックする。 

集団活動の中で役割を与える。 

学級活動の時間等に、無理なく参加できる構成的グループエンカ

ウンターのエクササイズを行う。 

（病院にある学校・学級） 

 情報通信ネットワーク（テレビ会議システム、テレビ電話等）を

活用して、集団活動に参加する。 

病院にある学校・学級 

集団参加の場の設

定 

前籍校との交流及び共同学習を行う。 

他の学部や学級、分校・分教室の子どもと交流活動を行う。 

実技教科や自立活動の時間における指導を中心に他学年との合

同授業を設定する。 

 

エピソード⑨：小学３年 Ｉさん  
 気管支喘息とアトピー性皮膚炎のために長期入院をしていたＩさんは、理解力はあるのですが、落ち

着きがなく、友達ともトラブルが多く、前籍校でも支援の対象となっていました。自己肯定感が低く、

孤独感があり、心理面で不安定さを感じたので、自尊感情を高めるために、褒めることを意識して、接

するようにしました。そのことによって、反抗的だった態度が柔らかくなっていきました。また、毎日

いくつかのめあてを決めて、一目見て分かるがんばり表を作り、帰りの会でどんなことが達成できたか

振り返りを行いました。人間関係の育成では、前籍校との交流活動の中で、班活動を取り入れるなどし

て、友達との関わりがうまく築けるように配慮しました。数回の交流を重ねて、一日みんなと楽しく過

ごすことができるようになりました。そして、試験登校を経て、前籍校に戻ることになりました。５ヶ

月間、心の休養もして、心のエネルギーを蓄積したので、これからより良い人間関係を築いていってく

れることでしょう。 

 
〇構成的グループ

エンカウンター 

構成的グループエンカウンターは、ふれあいと自他発見を目標とし、個人の

行動変容を目的とした心理教育プログラムであり、グループ・カウンセリング

の一手法である。  
※國分康孝（1981）：エンカウンター．誠信書房．  

人間関係 
「こういう方法だったら参加できそう」 
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－対人面に関すること－ 

 

キーワード：コミュニケーションスキル、年齢・場に応じた⾏動・⾔動、⾃分が必要

な⽀援を求める⼒ 
長期入院中の子どもは、病院という隔離された環境に置かれるため、他者とのコミュニ

ケーションが限定的となり、仲間関係や社会適応の構築が未発達になることがあるとされ

ています。また、入院中と同様に、自宅療養中もコミュニケーションの相手や機会が限定

されます。 
入院中の子どもにとって、身近なコミュニケーションの相手である教員の態度や関わり

方の工夫は、年齢や場に応じた行動・言動の獲得に影響を与えます。併せて、子どもの心

理面に配慮した上で、学習グループを工夫したり、前籍校等との交流及び共同学習を行っ

たりするなど、コミュニケーションの場の設定が重要です。近年は、スマートフォン等で

SNS（social networking service）を活用したコミュニケーションが手軽に行えるように

なってきている一方で、対人トラブルや金銭トラブルが社会問題となっており、子どもが

安全・安心に Web 上のサービスを利用できるよう指導する必要があります。 
また、特別支援学校（病弱）では、「必要な支援の要求」や「社会性の育成」という視

点で、ソーシャルスキルトレーニングの考え方や技法を取り入れた指導が行われていま

す。小・中学校等の通常の学級では、このような指導を個別に行うことは難しいですが、

養護教諭や特別支援教育コーディネーターと連携した取組が期待されます。 
 

■支援・配慮の視点と具体例 
コミュニケーショ

ンの場の設定 

教科の授業の中でペアワーク、グループワークを取り入れる。 

学校行事で多くの子どもとの関わりを体験できるようにする。 

（病院にある学校・学級） 

 他学年の子どもとの活動の場面をつくる。 

近隣の学校や前籍校（居住地校）との交流及び共同学習を行う。

必要な支援の要求 相手に病状や気持ちを正しく伝えられるよう指導する（ロールプ

レイ等）。 

必要な支援が得られるような依頼の仕方を指導する（ソーシャル

スキルトレーニング等）。 

社会性の育成 対人関係の基礎（基本的な挨拶と返事の仕方等）を指導する（ソ

ーシャルスキルトレーニング等）。 

話し方のパターンを提示する等、場に応じた適切な言動を具体的

に指導する（ソーシャルスキルトレーニング等）。 

 

 

 

 

 

 

〇ソーシャルスキ

ルトレーニング 

 ソーシャルスキルとは、対人関係を円滑に運ぶための知識とそれに裏打ちさ

れた具体的な技術やコツを総称したものである。このソーシャルスキルを学ぶ

方法がソーシャルスキルトレーニング（SST）である。  
※佐藤正二・相川充（2005）：実践！ソーシャルスキル教育  小学校．図書文

化社 . 
 

コミュニケーション 
「どんなふうに伝えたらいいのかなぁ」 
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エピソード⑩：小学６年 Ｊさん  
 J さんは潰瘍性大腸炎で入院中です。病気のしんどさもあると思いますが、性格的にも人と打ち解け

られず、笑うことも少ないです。ある理科の授業でのこと。 

J：

担：

J：

担：

J：

担：

J：

担：

J：

「・・・（無言）。」 

「ここ（病棟）は、生ものを使うのはあかんから、植物の栽培とか無理やねん。」 

「・・・（無言）。 

「けど、よかったわー。先生なぁ、生き物育てるん苦手やねん。小学校の時、アサガオ、クラ

スで一人だけ枯らしてん。」 

「ぼくも。」 

「ええぇ～～っ！J くんも枯らしたん？」 

「うん。水やるの忘れたら枯れてしもた。」 

「あははは・・・。一緒やなぁー。」 

「くっくっくっ・・・（笑）。」 
この日から、少しずつ会話できるようになっていきました。教師の失敗談、しかも自分と共通の失敗

談で心がゆるんだのかもしれません。その後、授業中の冗談のキャッチボールでよく笑うようになり、

教室での授業を楽しむようになってきました。自分から話しかけてくることもしばしばありました。退

院時、J さんは「嫌いやった理科が好きになった。」と話していました。 
 

 

  

コラム「特別支援学校のセンター的機能を活用しよう」 
 
「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」（中央教育審議会，

2005）で示された特別支援学校のセンター的機能の具体的内容は、①小・中学校等の

教員への支援機能、②特別支援教育等に関する相談・情報提供機能、③障害のある幼児

児童生徒への指導・支援機能、④医療、福祉、労働などの関係機関等との連絡・調整機

能、⑤小・中学校等の教員に対する研修協力機能、⑥障害のある幼児児童生徒への施設

設備等の提供機能、の６点です。今後、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、特

別支援学校（病弱）は、地域の病弱教育のセンター的役割を担う学校として、小・中学校

等に在籍している病気の子どもへの教育的支援の充実に寄与することが望まれています。 
例えば、地域の病弱教育担当教員等への支援として、関係者間のネットワークづくりや

研修機会の設定などに積極的に取り組んでいる特別支援学校（病弱）があります。また、

小・中学校の通常の学級に在籍する病弱教育のニーズのある子どもへの対応として、通級

による指導を実施している特別支援学校（病弱）もあります。特別支援学校（病弱）は、

病気の子どもへの指導・支援に関する情報の宝庫です。小・中学校等では、必要に応じて、

特別支援学校（病弱）のセンター的機能をフルに活用しましょう。 
なお、本ガイドブックの基になっている独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の専

門研究 B「インクルーシブ教育システム構築における慢性疾患のある児童生徒の教育的ニー

ズと合理的配慮及び基礎的環境整備に関する研究（平成 26 年度～27 年度）」の研究成果報

告書では、以下のような研究協力校の取組を紹介しています。本報告書は下記 Web サイト

よりダウンロードできます。  
http://www.nise.go.jp/＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

 
研究協力校  テーマ  

青森県立青森若葉養護学校  
 
 
千葉県立四街道特別支援学校  
 
 
岐阜県立長良特別支援学校  
 
 
沖縄県立森川特別支援学校  

県内の病弱・身体虚弱特別支援学級のネットワーク

構築  
 
病弱教育の専門性を活かした通級による指導、巡回

による指導  
 
小・中学校の通常の学級に在籍する病気のある児童

生徒への支援  
 
病院内訪問学級における教育実践－高校生を中心

に－  
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－心理面に関すること－ 

 

キーワード：⾃⼰肯定感の低下、成功体験の不⾜、⾃信の獲得
病気の子どもへの教育的支援を行う際には、個々の実態に応じて、否定的に自己を捉え

るのではなく、少しでも肯定的に自己を捉えられるよう工夫する必要があります。すなわ

ち、肯定的な自己概念を形成できるよう支援することが重要です。また、病気の子どもは、

病状や治療の内容によって、地元の在籍校（小・中学校等）から病院にある学校・学級に

転出し、また地元の学校に戻るという転籍を経験することが多いです。そのような移行時

に、成功体験や賞賛される経験を積み重ねることは、学級・学校への所属感や安心感にも

つながります。 
加えて、一定の結果を導く行動を自らがうまくやれるかどうかという期待（予測）を意

味する「自己効力感」についても把握しておく必要があります。病気の子どもの自己効力

感を高めていくことが、QOL 向上の重要な要因の一つであるとされています。 
 

■支援・配慮の視点と具体例 
成功体験・賞賛され

る経験 

自分の得意なこと、できることを認められる機会を設ける。 

係活動や児童生徒会活動等をとおして、友達から認められる機会

を設ける。 

（病院にある学校・学級） 

 図画工作科や美術科等で制作した作品の展示を工夫して、多くの

人に見てもらえるようにする。 

教師の声掛け スモールステップで適切な目標を設定し、「できた」「わかった」

という実感がもてるようにするとともに、賞賛の声掛けを行う。

教師は授業における子どもの意見や答えを肯定的に受け止め、子

どもに返すようにする。 

学習の結果のみならず、その過程も賞賛する。 

日頃から「ありがとう」「嬉しかった」など感謝の言葉を伝える。

 

エピソード⑪：小学４年 Ｌさん  
 心身症で長期入院している L さんは、小学１年生の時から友達との衝突が時折あり、友達に対する接

し方に悩んでいました。自分の感情を抑えて日々を過ごしたことで、とうとう学校に行くことが困難な

精神状態へ陥ってしまい、４年生の２学期には登校できなくなりました。休んでいる間に生活リズムが

乱れていき、動けないほどの腹痛等様々な身体症状に悩まされ、病院を受診して特別支援学校（病弱）

へ転入となりました。転入当初は、毎朝、様々な体の痛みを訴え、学習に関しても苦手意識が強く、自

分に自信がありませんでした。そのため、小さな目標を達成したらすぐに賞賛したり、授業中も対話し

ながら L さんの意見を取り入れたりと、L さんの考えが肯定される場面を増やしていきました。また、

望ましい行動ができた時には感謝の言葉を伝えるようにしました。そのような中で、徐々に自分に対す

る肯定感が高まっていき、今では体の痛みを訴えることなく元気に学校生活を送ることができるように

なりました。 

 
〇QOL（quality of 

life）  
 QOL とは健康の心理的指標であり、世界保健機関（WHO）の健康の定義が

世界に広まる中でともに発展してきた概念である。QOL は「生活の質」と訳さ

れることが多い。子どもの QOL を測定する尺度として、例えば、「KINDLR」

が挙げられる。KINDLR は、「身体的健康」「精神的健康」「自尊感情」「家族」

「友だち」「学校生活」の６領域で構成されている。  
 ※古荘純一・柴田玲子・根本芳子・松嵜くみ子(編著)（2014）：子どもの QOL

尺度  その理解と活用－心身の健康を評価する日本語版 KINDLR．診断と

治療社．  

  

自己肯定感・自己効力感 
「どうせ自分なんて…」 
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－心理面に関すること－ 

 

キーワード：⼼理⾯へのケア、感情のコントロール
病気の子どもは、病気への不安や家族、友達と離れた孤独感などから、心理的に不安定

な状態に陥り易く、健康回復への意欲を減退させている場合が多いとされています。病気

の子どもの心理的な安定が、治療を受ける態度を向上させたり、医療関係者や家族との関

係を良好にしたりするため、これらが間接的に身体機能の回復に重要な意味をもちます。

そのため、病気の子どもを担当する教師の専門性として、カウンセリングの基礎知識に基

づいて、子どもや家族の心理状態を考慮した対応ができることが重要です。「自分のこと

を理解してくれる人がいると感じられるよう、子どもの話を聴き、受け入れる。」など、

受容的な関わりが基本になります。 
治療のため病院内で教育を受けている場合には、学校生活を実感できるよう、お楽しみ

会を企画するなど、子どもの興味・関心のある活動を設定することも重要です。病院とい

う特殊な場においても、友達や教員と学校ならではの活動に取り組めることは、病気の子

どもの心理的な安定だけでなく、学習などへの意欲向上にもつながります。 
 

■支援・配慮の視点と具体例 
感情のコントロー

ル 

日常生活の中で実践できる、自分に合った気持ちのコントロール

の仕方を見つけられるようにする。 

感情を抑えられなくなる前にクールダウンするよう促す。 

ストレスマネジメントの考え方を指導に活用し、予防的な対応と

対処法を身に付けられるようにする。 

受容的な関わり 自分のことを理解してくれる人がいると感じられるよう、子ども

の話を聴き、受け入れる。 

自分の気持ちを言えるよう、環境を整える。 

病院にある学校・学級 

興味・関心のある活

動の設定 

子どもの興味・関心を探り、それを生かした活動を取り入れる。

お楽しみ会を企画するなど、子どもが学校生活を楽しめるように

する。 

 

 

エピソード⑫：小学３年 Ｍさん  
 小学３年生の M さんは、何度も繰り返される治療への不安（特に治療開始時）が強く、医師による治

療の説明や色の付いた点滴の袋を見るだけで嘔吐するようになっていました。そこで、あえて授業中に

治療が開始されるよう時間割を組み、学習内容は M さんが好きな工作や得意な漢字の練習、視写などを

しました。教員は、その場にいる医師や看護師に作業や字の丁寧さを伝え、皆でほめるようにしました。

M さんは、集中してできる活動に取り組んだり、多方面からほめられたりすることで治療開始時に吐

くことが減りました。そして、嬉しそうな笑顔を見せたり、「しんどいことを一つがんばったよ。」と治

療を肯定的に捉えられるようになりました。治療が始まるからといって授業を控えるのではなく、あえ

て本人の好きな活動をしながら関わり、心を支えることで治療に対する不安が軽減し、学習にも前向き

に取り組めるようになっていきました。 

 

  

心理的な安定 
「この気持ち、どうしたらいいんだろう」 
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－心理面に関すること－ 

 

キーワード：学習⾯の不安、病気への不安、将来への不安
長期入院中の子どもの不安の内容や表現方法は発達段階によって異なり、乳幼児期では

母親との分離不安、学童期では学習意欲、闘病意欲、退院意欲、生きる意欲などの様々な

意欲の低下、思春期では病気への不安が特徴であるとされています。また、こうした不安

の程度は、子ども本人のパーソナリティ特性や自己の健康状態の捉え方、入院期間、疾病

の種類によってもそれぞれ異なります。このように、病気の子どもの不安の状態像には複

数の要素が影響していると考えられ、子ども一人一人について具体的に把握しておく必要

があります。そして、教師として、病気の子どもの不安軽減のために何ができるのかとい

う視点が必要です。例えば、小・中学校等に復学後も、子どもの学習状況に応じて、柔軟

に各教科の補充指導が行われることで、学習面の不安を軽減できます。 

また、小・中学校等の学級担任が病気の子どもの不安に対応する際には、一人で抱え込

むのではなく、養護教諭やスクールカウンセラー、病院にある学校・学級の教員と連携し

ながら取り組むことが重要です。 

 

■支援・配慮の視点と具体例 
不安の軽減 成長しているところや頑張っているところを伝える。 

子どもの思いに寄り添う。 

子どもの学習状況に応じて、柔軟に各教科の補充指導を行う。 

（病院にある学校・学級） 

 前籍校の学習進度を確認しながら、同じドリルやテストを使用す

る。 

同じの病気のある先輩のことを伝えるなどして、治療等の見通し

をもてるようにする。 

授業中に伝えきれなかったことは手紙で伝えるようにする。 

病院にある学校・学級 

家庭や他機関との

連携 

主治医や病棟との連携を密にし、子どもが治療の見通しをもてる

ようにする。 

前籍校と連携して、復学時に周囲の理解が得られるよう、情報提

供を行う。 

 

 

エピソード⑬：中学１年 N さん  
 ネフローゼ症候群のある N さんは体調不良だけでなく、欠席や学習の遅れが気になり、気持ちがふさ

いでいました。担任は保護者や病院関係者から情報を得たり、本人の話を聞いたりして、思いを理解す

るよう努めました。体調の良い時にはベッドサイド学習を行いました。一方、前籍校や教室の仲間との

手紙のやりとりをとおして、仲間の存在を意識し、帰属意識が得られるようにしました。次第に N さん

は登校を強く望むようになり、治療に前向きに取り組めるようになりました。体を休めることの大切さ

を日々指導しながら、体調が良い機会を逃さず、短時間でも授業を受けられるように配慮しました。ま

た、前籍校から送ってもらったプリントやテストなどに少しずつ取り組ませることで、できていること

を確認させ自信をつけられるようにしました。 

このような取組をとおして、学習が遅れてしまうという不安感が少しずつ軽減されていき、表情も明

るくなっていきました。 

 

  

不安 
「あれも、これも大丈夫かなぁ…」 
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－連携に関すること－ 

 

キーワード：医療との連携、関係者間の情報共有
長期間にわたって入院や通院による治療が必要な慢性疾患のある子どもを担当する教

員にとっては、子どもの病気、治療、生活の制限、子どもと家族への対応などについて医

療関係者との連絡が不可欠です。心疾患や腎疾患、アレルギー疾患に関しては、学校生活

において可能な運動や学校行事等への参加についての主治医の判断を記載する「学校生活

管理指導表」（公益財団法人日本学校保健会作成）を適切に活用することが重要です。 
病気の子どもの QOL の高い学校生活を保障していく上で、関係者間の日常的な連携・

協力が重要であるということが、学級担任や養護教諭だけでなく、学校全体で共通理解さ

れていることが望ましいです。 
 

■支援・配慮の視点と具体例 
医療との連携 養護教諭と連携して、子どもの主治医との連絡を定期的に行う。

（病院にある学校・学級） 

 毎朝、子どもの登校の可否を確認する。 

転入時及び転出時に支援連携会議を開く。 

治療時間の調整や行事参加のための協力をしてもらう。 

関係者間の 

情報共有 

個別の教育支援計画等を活用して、子どもへの支援・配慮につい

て医療や福祉等の関係者間で共通理解を図る。 

 

 

エピソード⑭：小学４年 O さん  
 O さんは気管支喘息があります。発作が起きるのが心配で体育の授業はほとんど見学していました。

しかし、主治医の指導のもと、ピークフローメーターを毎日測定することで自分の気道の状態の最良値

が分かりました。体育の授業の前後に毎回測定し、その数値を目安に参加の方法を選んでいます。 

① 良値の 80％以上ある時は通常通り参加 

② 80％より低かった場合は、水分摂取後痰出しをしてから再度測定し、80％を超えたら運動量

を少しセーブしながら参加 

③ 痰出しをしても 80％を超えなかったらその日は見学 

このように気道の状態を客観的に測定することで、運動等の参加の度合いを段階的に選択できるよう

になりました。その結果、体育の授業に参加できる日が多くなりました。

 

 

  

コラム「小児がん拠点病院」 

 

小児がん拠点病院とは、小児がんの医療及び支援を提供する地域（近隣都道府県を含む）

の中心施設として、厚生労働大臣が指定した病院です。全国の１５施設が指定され、地域

における小児がん医療及び支援の質の向上のけん引役を担っています。 

平成 25 年３月４日に文部科学省より出された「病気療養児に対する教育の充実について

（通知）」では、小児がん拠点病院の指定に伴う対応について示されました。市町村や都道

府県を越えて小児がん拠点病院に入院する子どもの増加が予想されますので、小児がんの

子どもの教育が途切れないよう、多くの教員に知っておいていただきたい内容です。詳し

くは、資料２をご覧ください。また、小児がんについては、国立がん研究センターの Web

サイト「小児がん情報サービス」を参照ください。http://ganjoho.jp/child/index.html 

医療等との連携 
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－連携に関すること－ 

 

キーワード：保護者との連携、保護者のストレス、福祉機関等の情報 
経過が長期に及ぶ慢性疾患のある子どもの保護者は、身体的、精神的、経済的負担が大

きいとされています。保護者のストレスは子どもにも影響を与えます。また、小・中学校

等では学級担任が医療関係者に連絡する際には、保護者を介することが多いため、医療と

の連携を図る上で、保護者との信頼関係の構築や日々の連携は欠くことができません。加

えて、必要に応じて福祉機関や制度等について正しい情報を提供することも必要です。 

また、保護者のストレスのケアを行う際には、個別に話を聴く機会を設けて、保護者の

思いや置かれている状況を適切に把握しておく必要があります。学級担任だけでなく、複

数の教員がチームで対応する体制づくりも重要です。 

 

■支援・配慮の視点と具体例 
保護者との連携 連絡帳や学級通信を活用して、家庭や教室での子どもの様子につ

いて保護者との情報交換・情報共有を図る。 

保護者に子どもの成長を分かりやすく伝える。 

家庭環境や病気に応じて、福祉機関等に関する適切な情報を提供

する。 

ストレスのケア できるだけ話を聴く場面を増やし、相談しやすい関係を築く。 

保護者の話を聴き、気持ちを受け止める（共感する）。 

保護者がスクールカウンセラーに相談できるような体制を構築

する。 

気軽に話ができるような茶話会を設定する。 

 

  

保護者との連携・支援 
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 この合理的配慮の基礎となる環境整備のことを、初中分科会報告では「基礎的環境整備」

として整理されています。これは、国、都道府県、市町村それぞれで行われている、法令

に基づく又は財政措置による教育環境の整備のことを意味しています。初中分科会報告で

は、基礎的環境整備の内容について、①ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの

場の活用、②専門性のある指導体制の確保、③個別の教育支援計画や個別の指導計画の作

成等による指導、④教材の確保、⑤施設・設備の整備、⑥専門性のある教員、支援員等の

人的配置、⑦個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導、⑧交流及び共同学習

の推進、という８項目が示されています。この基礎的環境整備と合理的配慮との関係を図

３に示しました。留意しなければならないのは、合理的配慮は、基礎的環境整備を基に個

別に決定・提供されるものであるため、それぞれの学びの場における基礎的環境整備の状

況により、提供される合理的配慮は異なるということです。例えば、病弱教育における「ネ

ットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用」を考えた場合、小・中学校内の

病弱・身体虚弱特別支援学級が多く設置されている都道府県がある一方で、全く設置され

ていない県もあるなど、都道府県による基礎的環境整備の違いは小さくないと考えられま

す。 

 

 
図３ 合理的配慮と基礎的環境整備の関係（文部科学省行政説明資料より） 

 

「教育支援資料」では、合理的配慮の決定・提供に至るプロセスについて、①学校設置

者・学校が当該の子どもの状態把握を行うこと、②これを踏まえて、学校設置者・学校と

本人・保護者により、個別の教育支援計画を作成する中で、発達の段階を考慮しつつ、合

理的配慮の観点を踏まえ、合理的配慮について可能な限り合意形成を図った上で決定し、

提供すること、③その内容は、個別の教育支援計画に明記するとともに、個別の指導計画

においても活用されること、④合理的配慮の決定に当たっては、学校設置者・学校が体制

面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断するこ

と、⑤学校設置者・学校と本人・保護者の意見が一致しない場合には、「教育支援委員会」

（仮称）の助言等により、その解決を図ること、という主に５点が挙げられています。 

 

 

国、都道府県、市町村、学校等
による環境整備

合理的配慮
（設置者・学校が実施）

合理的配慮の基礎となる
環境整備
（基礎的環境整備）

Ａさんの
ための

合理的配慮

Ｂさんの
ための

合理的配慮
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■合理的配慮の検討時に確認しておきたいこと 
個々の事例について合理的配慮を検討する際には、現在必要とされている合理的配慮は

何か、何を優先して提供する必要があるかなどについて関係者間の共通理解を図る必要が

あります。そこで、病気の子どもへの合理的配慮検討時に確認しておきたいことについて

整理し、表５に示しました。このような表を参考にしながら、病気の子ども一人一人の病

状や教育的ニーズ等に応じた配慮について幅広く検討した上で、優先的に提供すべき配慮

を決めることが重要です。また、検討段階で一部の観点・項目に偏ることを未然に防ぐこ

ともできると考えられます。 

 

表５ 病気の児童生徒への合理的配慮検討時の確認事項 

観点① 教育内容・方法 

１ 教育内容 

①－１－１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮 

服薬管理に関する指導について 

病状に応じた対応ができるよう指導することについて 

病気の理解を促す指導について 

必要な支援・配慮を要求する力を育む指導について 

ストレスへの対処ができるよう指導することについて 

①－１－２ 学習内容の変更・調整 

病気により実施困難な学習内容に関する、主治医からの指導・助言に基づいた変

更・調整について 

学校生活管理指導表の活用について 

学習状況（進度、つまずき等）の把握について 

２ 教育方法 

①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮 

（治療等による制限がある場合）ICT 等を活用した間接的な体験の機会の提供  
できるだけ多くの子どもとコミュニケーションをとれるような学習集団の工夫

について 
（入院中の場合）ICT 等を活用した、離れた友達とのコミュニケーションの機会

の提供について  
  ①－２－２ 学習機会や体験の確保 

入院時の教育の機会の確保について 

短期間で入退院を繰り返す児童生徒の教育の機会の確保について 

入院による日常生活や集団活動等の体験不足を補うことができるよう指導する

ことについて 

集団活動への参加方法の工夫について 

  ①－２－３ 心理面・健康面の配慮 

心理状態（入院や手術、病気の進行への不安等）に応じた弾力的な指導について

体調に応じた弾力的な指導について 

成功体験や賞賛される経験を積み重ねる機会の設定について 

 

観点② 支援体制 

②－１ 専門性のある指導体制の整備 

病気のために必要な生活規制や必要な支援について 

急な病状の変化に対応できるよう校内体制を整備することについて 

（医療的ケアが必要な場合）看護師等、医療関係者との連携について 



 

②－２

②－３

 

観点③ 

③－１

③－２

③－３

 

☞もっ
 〇丹羽

る各

教育

 

 〇イン

支援

htt

 

 

（入院

２ 幼児児童

病状に

病状が

解啓発

（入院

３ 災害時等

災害時

災害時

施設・設備

１ 校内環境

移動が

児童生

２ 発達、障

病気の

心理的

３ 災害時等

病気の

薬や非

（長期

っと詳しく知
羽登（監修

各教科等の

育新社． 
合理的

ける配

の面か

ンクルーシ

援データベ

tp://inclusiv
文部科

ブ教育

業」に

る実践

システ

事例デ

2015 年

事例が

数では

どもの

インク

構築に

約され

院中の場合）

童生徒、教職

によっては特

が急変した場

発に努めるこ

院中の場合）

等の支援体制

時等における

時等において

備 

境のバリアフ

が困難な場合

生徒が自ら医

障害の状態及

の状態に応じ

的な安定に必

等への対応に

のため迅速に

非常用電源の

期間の停電へ

知りたい！
）・全国特別

指導 合理

的配慮の観点か

配慮事項、教材

から学べます。

ブ教育シス

ース．

ve.nise.go.
科学省の「イン

育システム構築

において取り組

践事例について

テム「『合理的

データベース」

年 10 月現在、

が公開されてい

はありますが、

の事例もありま

ルーシブ教育

に関する様々な

れています。  

 

指導時間を

職員、保護者

特別な支援を

場合に緊急な

ことについて

交流活動の

制の整備 

る医療機関へ

て必要な医療

フリー化 

合に対応可能

医療上の処置

及び特性等に

じて、健康状

必要な施設・

に必要な施設

に避難できな

の確保につい

への備えとし

！ 
別支援学校

理的配慮の観

から子どもの

材の充実など

 

ステム構築

jp/ 
ンクルーシ

築モデル事

組まれてい

て検索する

配慮』実践

」には、

、133 件の

います。少

、病弱の子

ます。  
育システム

な情報が集

 
- 31 - 

 

を確保するた

者、地域の理

を必要とする

な対応ができ

て 

の実施につい

への搬送につ

療機関からの

能な施設・設

置を行う場合

に応じた指導

状態や衛生状

・設備につい

設・設備の配

ない児童生徒

いて 

して）手動で

病弱教育校

観点から各教

の状態等に応

ど、病気の子ど

ために指導体

理解啓発を図

るという理解

きるよう、児

いて 

ついて 

の支援につい

設備について

合に必要な施

導ができる施

状態の維持に

いて 

配慮 

徒の避難経路

で使える機器

校長会（編著

教科等の指

じた指導内容

どもへの指導

体制を工夫す

図るための配

解の啓発につ

児童生徒、教

いて 

て 

施設・設備に

施設・設備の

に必要な施設

路の確保につ

器等の整備に

著）（2015）
導と配慮を

容の変更・調整

導と配慮につい

することにつ

配慮 

ついて 

教職員、保護

について 

の配慮 

設・設備 

ついて 

について 

：病弱教育

を考える．ジ

整、学習指導

いて、理論と

 

ついて 

護者の理

育におけ

ジアース

導要領にお

授業事例



 

 
 

- 32 - 

 

資料１．病気の子どもの事例検討シート（教育的ニーズ、支援・配慮） 
 

児童生徒氏名(学年)：        記入者：       記入日：      

教育的ニーズ 実施可能な支援・配慮 

（誰が、いつ、どこで） 項 目 内 容 

病気・障害 

に関すること 
 

 

学
習
面 

□学習指導  

□前籍校  

□経験  

□進路  

自
己
管
理 

□自己理解・病

気の理解 
 

□自己管理  

□ストレス  

対
人
面 

□人間関係  

□ コ ミ ュ ニ ケ

ーション 
 

心
理
面 

□ 自 己 肯 定

感・自己効力感 
 

□ 心 理 的 な 安

定 
 

□不安  

連
携 

□ 医 療 等 と の

連携 
 

□ 保 護 者 と の

連携・支援 
 

その他  
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資料２．文部科学省通知 
 

24 初特支第 20 号  
平成 25 年 3 月 4 日  

 
各都道府県・指定都市教育委員会教育長殿  
各都道府県知事殿  
附属学校を置く各国立大学法人学長殿  
構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長殿  
 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長  
大山 真未  

 
病気療養児に対する教育の充実について（通知）  

 
 近年、医療の進歩等による入院期間の短期化や、短期間で入退院を繰り返す者、退院後も引

き続き治療や生活規制が必要なために小・中学校等への通学が困難な者への対応など、病弱・

身体虚弱の幼児児童生徒で病院等に入院又は通院して治療を受けている者（以下「病気療養児」

という。）を取り巻く環境は、大きく変化しています。  
 また、このたび、政府の第二期がん対策推進基本計画（平成 24 年 6 月）等に基づき、厚生

労働省において、全国 15 か所の「小児がん拠点病院」の指定が別添のとおり行われました。

現在、診療機能の充実及びより良い診療体制の整備のため、このような専門医療の集約化、ネ

ットワーク化が進められつつあります。  
 ついては、今後の病気療養児への指導等の在り方について、「病気療養児の教育について（平

成 6 年 12 月 21 日付文初特第 294 号）」（以下「病気療養児の教育についての通知」という。）

により提示した取組の徹底を図るとともに、特に留意いただきたい事項について下記のとおり

整理しましたので、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員

会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構

造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校

及び学校法人等に対して、各国立大学長におかれては附属学校に対して、周知を図るようお願

いします。  
 

記  
 
＜1＞小児がん拠点病院の指定に伴う対応  
 小児がん拠点病院の指定により、市町村や都道府県を越えて小児がん拠点病院に入院する病

気療養児の増加に伴い、転学及び区域外就学に係る手続の増加や短期間での頻繁な入退院の増

加が予想されることなどを踏まえ、以下について適切に対応すること。 
（1） 都道府県教育委員会、指定都市教育委員会、都道府県知事、構造改革特別区域法第 12

条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長及び各国立大学法人学長（以下「教育委員

会等」という。）は、病気療養児の転学及び区域外就学に係る手続について、病気療養児

の教育についての通知で提示されているとおり、可能な限りその簡素化を図るとともに、

それらの手続きが滞ることがないよう、域内の市町村教育委員会及び所轄の学校等に対

して、必要な助言又は援助を行うこと。  
（2） 教育委員会等は、病気療養児の教育についての通知で提示されている取組に加え、入

院中の病気療養児の交流及び共同学習についても、その充実を図るとともに、域内の市

町村教育委員会及び所轄の学校等に対して、必要な助言又は援助を行うこと。 
（3） 教育委員会等は、後期中等教育を受ける病気療養児について、入退院に伴う編入学・

転入学等の手続が円滑に行われるよう、事前に修得単位の取扱い、指導内容・方法及び

所要の事務手続等について関係機関の間で共有を図り、適切に対応すること。 
（4） 病弱者を対象とする特別支援学校は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校又は中等教

育学校の要請に応じて、病気療養児への指導に係る助言又は援助に努めること。 
 
＜2＞病院を退院後も通学が困難な病気療養児への対応  
 感染症への対策などの治療上必要な対応や継続的な通院を要するため、病院を退院後も学校

への通学が困難な病気療養児に対し、以下について適切に対応すること。 
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（1） 通学が困難な病気療養児の在籍校及びその設置者は、当該病気療養児の病状や教育的

ニーズを踏まえた指導が可能となるよう、病弱者を対象とする特別支援学校、小・中学

校の病弱・身体虚弱特別支援学級、通級による指導などにより、当該病気療養児のため

の教育環境の整備を図ること。  
（2） 通学が困難な病気療養児の在籍校及びその設置者は、当該病気療養児に対する指導に

当たり、訪問教育やＩＣＴ等を活用した指導の実施などにより、効果的な指導方法の工

夫を行うこと。  
（3） 通学が困難な病気療養児の在籍校及びその設置者は、退院後にあっても当該病気療養

児への教育への継続が図られるよう、保護者、医療機関、近隣の特別支援学校等との十

分な連携体制を確保すること。  
（4） 教育委員会等は、域内の市町村教育委員会及び所轄の学校等が行う上記（1）～（3）

の取組に対し、必要な助言又は援助を行うこと。  
 
＜3＞その他  
 上記のほか、教育委員会等は、域内の市町村教育委員会及び所轄の学校等に対し、「病気の

子どもの理解のために（全国特別支援学校病弱教育校長会及び独立行政法人国立特別支援教育

総合研究所作成）」等の資料を周知するなど、病気療養児に対する教育についての理解啓発に

努めること。  
 
＜別添＞  
 小児がん拠点病院指定一覧表（平成 25 年 2 月 8 日付け）  

  都道府県名 医療機関名 
1 北海道 北海道大学病院  
2 宮城県 東北大学病院  
3 埼玉県 埼玉県立小児医療センター  
4 東京都 独立行政法人国立成育医療研究センター  
5 東京都 東京都立小児総合医療センター  
6 神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構  神奈川県立こども医療センター  
7 愛知県 名古屋大学医学部附属病院  
8 三重県 三重大学医学部附属病院  
9 京都府 京都大学医学部附属病院  

10 京都府 京都府立医科大学附属病院  
11 大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構  大阪府立母子保健総合医療センター

12 大阪府 大阪市立総合医療センター  
13 兵庫県 兵庫県立こども病院 
14 広島県 広島大学病院  
15 福岡県 九州大学病院  

 
※ 小児がん拠点病院について  
  がん対策推進基本計画では、小児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受け

られるような環境の整備を目指し、５年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中

核的な機関の整備を開始することを目標とするとされています。 
  また、小児がん拠点病院においては、専門家による集学的医療の提供（緩和ケアを含む）、

患者とその家族に対する心理社会的な支援、適切な療育・教育環境の提供、小児がんに携わ

る医師等に対する研修の実施、セカンドオピニオンの体制整備、患者とその家族、医療従事

者に対する相談支援等の体制を整備するとされています。 
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資料３．病弱教育の対象となる代表的な病気 

※文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「教育支援資料」より抜粋。下記 Web サイ

トよりダウンロードできます。 

    http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm 
 
①気管支喘息（ぜんそく） 

昭和５０年台以降、最も多い病気で、文部科学省が平成１９年に発表した「アレルギー疾患に関する調査研究報

告書」によると、平成１６年の有病率は、小学生６.８％、中学生５.１％、高校生３.６％と頻度が高い。同報告書

を踏まえ、日本学校保健会では平成２０年より「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」を導入するとともに、

「学校のアレルギー疾患取り組みガイドライン」を示すことにより、アレルギー疾患のある子供の学校生活を支援

する取り組みの強化を図っている。気管支喘息は、気道の慢性的な炎症によって反応性が高まり、種々の刺激によ

り気管支平滑筋の収縮、粘膜の腫れ、分泌物の増加による痰（たん）の貯留などを来し、発作性に咳（せき）や喘

鳴（ぜんめい）（ゼーゼー、ヒューヒュー）を伴う呼吸困難を繰り返す疾患である。発作に関わる増悪因子として、

特異的刺激因子（アレルゲン；アレルギー反応を起こす原因物質）と非特異的刺激因子があげられる。アレルゲン

としては、ダニ（死骸やフン）、ハウスダスト（ダニの死骸やフンを含んだホコリ）、ペットのフケや体液、カビ、

花粉などの頻度が高い。非特異的刺激因子としては、天候や気温の変化、強いにおいや煙、カゼやインフルエンザ

などの感染症、ストレスや過労などがあげられる。また、特定の化学物質に対してアレルギー反応を示すこともあ

る。さらに、発作が激しい運動によって誘発される（運動誘発喘息）ことも多い。治療としては「発作を起こさな

いようにする予防」と「発作が起きた時に重症化しないようにする対処や治療」に分けて理解することが重要であ

る。発作を起こさないようにするには、発作を誘発する危険性の高い刺激を減らすことである。室内のホコリを減

らす対策、禁煙（受動喫煙の予防も含む）、ペットを飼わないなどの環境整備が重要である。次に長期管理薬（気

道の炎症を抑え、発作を起こさないように予防する薬）を毎日定期的に使用する。吸入ステロイド薬や抗アレルギ

ー薬が中心で、発作がなくなっても継続する必要がある。運動などを継続することも重要である。また、運動誘発

喘息がある場合には準備運動を十分に行うとともに、運動前に予防薬を用いるのも有効な方法の一つである。発作

が起きた場合には、まず安静にしてコップ１杯程度の水を飲みながら、ゆっくりと大きく呼吸（腹式呼吸）をする

ように促す。発作の程度により、例えば発作治療薬（気管支拡張作用を有する内服薬や吸入薬）を速やかに使用し

て軽減するようならば、そのまま様子を見る。発作が強い場合（起座呼吸やチアノーゼ、会話困難などを認める）

や発作治療薬に対する反応が不十分な場合は、早急な医療機関受診が必要である。 

（注１）吸入薬：ネブライザーという大型の器具に薬剤を入れて霧状にして吸入する場合と携帯用の定量噴霧吸

入器（ハンドネブライザー）を用いて吸入する場合がある。 

（注２）起坐呼吸：息苦しくて横になれず前かがみに座り込んで呼吸をする状態。 

（注３）チアノーゼ：唇や爪が青白くなり、体内の酸素が不足した状態。 

病態の解明：治療薬の開発などにより健康な子供とほぼ同様に生活できるようになっているが、いまだ適切な管理

が十分に普及しているとはいえず、夜間睡眠の障害や運動の制限、学校欠席などを余儀なくされている子供が多い。

適切な医療的管理を継続できるようにするため、適宜教員等が忠告するなどして、子供を支援する必要がある。頻

回の欠席や学習空白のため二次的に不登校状態となっている子供がいる一方で、学習が十分でないことなどによる

社会生活への不適応が、喘息症状増悪の原因になっている子供も見られる。単に疾病対策だけでなく、家庭や学校

での生活状況を把握し、早期に個別対応をとることが重症化、難治化予防には重要である。 

 

②腎臓病 

腎臓病には、先天性の腎・尿路奇形、遺伝性腎疾患、糸球体疾患、尿細管疾患や全身疾患に伴う腎疾患など数多
くの種類がある。その中でも、子供に多い腎臓病としては、急性糸球体腎炎、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群
などがある。腎臓の主な働きは、身体に不必要となった老廃物を尿として排泄する血液の浄化と、身体の電解質を
はじめとした体液バランスを保持することである。腎臓がうまく機能しなくなると血尿や蛋白（たんぱく）尿が認
められ、むくみや高血圧を伴うことがある。腎機能障害(腎不全)が進むと血液中のクレアチニンや尿素窒素などが
増加して尿毒症(末期腎不全)となり、更に進行すると痙攣（けいれん)、意識障害などの症状を呈することがある。
末期腎不全になると人工腎臓としての血液透析や腹膜透析、腎移植が必要となる。腎疾患の治療の一環として、運
動や日常の諸活動及び食事などを制限されることがあるので、生活の自己管理能力を育てる指導を重視する必要が
ある。腎臓病の子供の学校生活における配慮事項等については「学校生活管理指導表」（日本学校保健会）を活用
することが大切である。 
※「学校生活管理指導表」は、平成２３年度に学習指導要領の改訂に伴う改訂を行うとともに、主治医・学校医の
意見を記述できるよう「その他注意すること」の欄を新設している。また、従来は運動制限の方向性が強かったが、
現在は適正な範囲で体育の授業に参加できるように配慮されている。また、小学校用については学年別に運動強度
を表示するなどの工夫が加えられている。 
ア 急性糸球体腎炎 

小児では溶連菌感染後急性糸球体腎炎がもっとも多い。Ａ群β溶連菌による扁桃腺炎や皮膚感染後１～２週間し
て血尿(コーラ色の肉眼的血尿のことも多い)、むくみ、高血圧などの症状で急性に発症する。治療としては安静と
食事療法(塩分、蛋白質、水分の制限)を行う。急性期には安静が必要である。尿がよく出るようになり、むくみや
高血圧がなくなれば食事制限が解除され、安静にする必要もなくなる。通常は１～３ヶ月でよくなり、予後はよい。
血尿が残ることもあるが生活は徐々に元へ戻していく。 
イ 慢性糸球体腎炎 

子供については、学校での検尿が普及し、発見される機会が多くなった。初めは血尿や軽度の蛋白尿が見られる
だけであることが多い。子供でも腎生検により病気の種類が診断できる。予後のよいものから、進行して腎不全に
なるものまで様々である。近年、学校での検尿で早期に発見されるようになり、早期に診断、治療することで予後
の成績は改善されている。尿蛋白が多く、高血圧や腎機能の低下のあるものは末期腎不全に進行する場合がある。
初期治療のときや、病状の不安定な場合は入院を要することがある。治療には年単位で取り組む必要がある。定期
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的な診察を受けて、病状に応じた生活規制(学校生活管理指導表などを活用する)を行うことが必要で、過剰な生活
規制や食事制限はしないように留意すること。 
ウ ネフローゼ症候群 

大量の蛋白尿により血清蛋白が減少(低蛋白血症)する疾患で、むくみを認めることが多い。小児では特発性ネフ

ローゼ症候群が９０％を占め、原因は不明である。好発年齢は２～６歳の幼児期で男子に多い。治療薬としてはス

テロイド薬が有効であるが、一旦寛解しても再発を繰り返すことが多い。ステロイド薬の副作用として、ムーンフ

ェイス(顔つきが満月のように丸くなる)、多毛、にきびなどの薬をやめれば治るものと、感染やショック、骨がも

ろくなる、緑内障や白内障などの目の障害、身長の伸びが抑制されるなどの、重大な合併症も存在する。子供や保

護者によっては、これらの副作用を恐れて自己判断で服薬を中止する場合がある。服薬方法については医師の指示

に従い、確実に服用を続けるよう指導する必要がある。感染により再発する可能性があるため、感染予防は大切で

ある。過労やストレスも再発の誘因になることがあるため、合併症や副作用が存在する場合の配慮と同様に生活指

導にも配慮が必要である。 

 

③筋ジストロフィー 

筋ジストロフィーは、筋肉が壊れていく遺伝性の疾患の総称で、症状は進行性の筋萎縮と筋力低下である。遺伝

形式、症状、経過により幾つもの「型」に分類されている。代表的な型が男子にだけ症状が出るデュシェンヌ型で

ある。デュシェンヌ型は３歳前後より、主に腰や臀部（でんぶ）の筋（腰帯筋）の筋力低下が現れ、歩き方がぎこ

ちないとか、倒れやすいとか、階段上がりができないとか、運動能力の低下で気付かれることが多い。その後、こ

れに続いて肩や上背部の筋(肩甲帯筋)の筋力の低下も起こってくると、手を挙げたり、物を持ち上げたりすること

が困難になる。平均すると１０歳ころに歩行ができなくなり車椅子生活に移行する。このようになると筋萎縮が進

行し、股関節、膝関節、足関節、肩関節、肘関節等の可動域が制限され、脊柱の変形が進む。進行性の脊柱変形に

対しては外科療法（脊柱矯正術）が行われることも増えてきている。呼吸筋障害も徐々に現れる。肺活量が低下す

ると、深呼吸や強い咳（せき）ができなくなり、痰詰まりで窒息したり、肺炎を繰り返したり、睡眠時の呼吸不全

（血液に十分な酸素がとりこめない状態）が起きるようになる。また、心筋障害も徐々に進行する。最近はそのよ

うになる前から、呼吸理学療法や心不全の治療が行われる。呼吸理学療法の目的は肺と胸郭の可動性と気道の清浄

性の維持である。心不全の治療はアンギオテンシン変換酵素阻害薬やβ遮断薬の内服により心筋を保護することが

多い。一定程度、呼吸筋障害が進行すると、鼻マスクを用いた非侵襲性の（気管切開をしない）人工呼吸又は気管

切開による人工呼吸が必要になる。また、人工呼吸の際には痰の除去などの処置（痰の吸引）も必要である。この

ような人工呼吸器の使用（管理）や痰の吸引は、学校においては原則として看護師が行うが、鼻腔（びくう）、口

腔（こうくう）及び気管カニューレ内の痰の吸引については特定行為として、一定の条件のもとに教員が看護師と

連携しながら実施することは可能である。また、筋肉の機能低下により摂食・嚥下障害も起こるので、食べ物にと

ろみを付ける、細かく刻むなど調理方法を工夫すること、誤嚥しにくい姿勢で食べるなどの工夫をすることも必要

である。このように、日頃より医療的な管理や子供の病状に応じた配慮をすることが重要である。専門医療機関に

よる定期的な検査の結果を踏まえて、医師と相談しながら病状に応じた生活指導や学習環境を整備することが不可

欠である。なお、知的障害を併せ有することや、自閉症の特性が見られることも少なくないので、子供の状態を総

合的に把握することが大切である。以前はほとんどの患者が２０歳まで生きられなかったが、現在の寿命の平均（中

央値）は３０歳代半ばで、４０歳を超えて生きることもめずらしくない。筋ジストロフィーには、筋細胞膜のジス

トロフィンタンパクが全欠損するデュシェンヌ型の他、部分欠損するベッカー型（運動機能の低下がデュシェンヌ

型より緩やか）、乳児期から著しい筋緊張低下、筋力低下があり、知的障害を伴うなどの発達の遅れが見られる先

天性筋ジストロフィー型（日本では福山型が多い）、１０～２０歳代で発症し、肩甲帯、腰帯下肢帯の筋が侵され

る肢帯型、顔面及び肩甲骨周囲と上腕の筋群が侵され、顔面の表情が乏しくなる顔面肩甲上腕型などがある。現在

でも、根本的な治療法は確立されていないが、幾つかの型については、複数の治験が準備中で、既に開始されたも

のもある。また、治験を推進するために患者登録が行われている。また、デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対し

て、ステロイド系抗炎症薬の 1 つであるプレドニゾロン(prednisolone)が、治療薬として平成 25 年 9 月に保険収載

されている。学校教育では。子供を取り巻く状況（環境）に応じたＱＯＬを高めるための治療及び教育的対応が求

められる。筋ジストロフィーの子供は、居住地の小・中学校に通学していることが多いが、疾患の進行により、学

習上又は生活上での困難なことが増えると、特別支援学校（病弱）又は特別支援学校（肢体不自由）に転校するこ

ともある。学校生活では、残存機能を最大限に活（い）かし、個性を伸ばすことが重要である。近年は、高等部卒

業後は生きがいを持ち、積極的に社会に参加することを望むことも多くなってきている。そのため「ベッド上でも

仕事をしたい」と就労を希望する人も多くなってきているので、そのための一つの方法としてＩＣＴ（Information 

and Communication Technology：情報通信技術）を活用した教育を充実させるとともに、必要に応じてＩＣＴ等を

活用した就労も検討することが求められている。 

 

④悪性新生物 

小児の悪性新生物（がん）には、白血病、リンパ腫、神経芽腫、脳腫瘍、骨の悪性腫瘍（骨肉腫等）などたくさ

んの種類がある。最も多いものは白血病であり、悪性新生物の約３分の１を占めている。小児がんの治療は化学療

法が多く、５年後生存率も高くなってきており、長期生存し、治癒する子供が増加してきている。療養中の子供に

は、入院という生活上の大きな変化・長期間の療養のほか、副作用としての脱毛等の外見の変化などを伴うことが

多い。さらに、化学療法や放射線照射等により、治療後の成長や心肺機能等に影響したり（晩期合併症）、悪性新

生物が再発したりする場合がある。そのため、教育では発達段階に応じた指導を展開をすることにより、子供の晩

期合併症等への不安を軽減させ、ＱＯＬの向上につながるものにすることが大切である。 

ア 白血病 

血液の製造所である骨髄で異常な未熟白血球が増殖し、その浸潤により、正常造血機能の抑制を来す病気である。

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病など多くの種類があり、子供には急性リンパ性白血病

が多い。倦怠感、発熱、骨関節痛、貧血、出血傾向などの症状は全ての病型に当てはまるが、特に発熱と蒼白で異

常に気付く場合が多い。近年、医学の進歩により、治癒する割合が非常に高くなった。化学療法は、白血病細胞を

できるだけ多く破壊する寛解（かんかい）導入療法と残っている白血病細胞の絶滅を期して間欠的に行われる強化
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療法、その寛解状態を長期に維持する目的の寛解維持療法を計画的に実施する。寛解導入療法や強化療法は入院し

て行うが、寛解維持療法は外来通院で行い、通常の小中学校に在籍していることが多い。寛解維持療法薬の服薬中

は感染症にかかりやすいので、小中学校等に通学する場合は、感染症予防などに留意するとともに、疲れやすくな

いか、出血傾向がないかなどに気を付ける必要がある。 

イ 神経芽腫（神経芽細胞腫） 

神経芽腫は乳幼児期に多く発症する。年齢が高くなるほど、また、病期が進むほど予後不良になる悪性固形腫瘍

である。多くは副腎又はその付近の交感神経節に原発するが、時には後縦隔の交感神経索に原発することもある。

また、早期から転移を起こしやすい。治療には、化学療法、放射線照射、腫瘍の摘出が行われる。 

 

⑤心臓病 

子供の心臓病には、心室中隔欠損、心房中隔欠損、肺動脈狭窄（きょうさく）、ファロー四徴症、単心室など先

天性のものと、弁膜症や心筋症、不整脈、川崎病などの後天性のものなど、いろいろな種類がある。これらの疾患

に対しては早期より内科的・外科的治療が行われるようになり、多くの子供が健常児と同じ生活を営めるようにな

ってきたが、一方で手術後の遺残病変（手術して直るはずが、残ってしまうこと：例えば、心室中隔欠損手術をし

たが隙間が残ってしまうなど）を有する場合や継続的な内科的治療を必要とする場合などは、その病状に応じた対

応を行うことが重要である。一般に、生活管理を必要とするような重症の心臓病の子供の場合には、運動や精神の

動揺等から生じる心拍数の増加が心臓への負荷となることが多い。一方、心臓への負荷を心配するあまりに、日常

生活や運動について過度の制限を課することは、子供の健全な発育を考える上では別の問題を生じることになる。

心臓病の子供は、上記のような多様性があるため、学校生活、特に運動や行事については、「学校生活管理指導表」

（日本学校保健会）を活用することが大切であり、それに従った活動や運動制限を行う必要がある。 

ア 心室中隔欠損 

胎生８週までに完成される心室中隔の一部が欠損した状態で、通常は左から右への短絡があるが、肺血管抵抗が

高まり肺高血圧症となると短絡の方向が左から右だけでなく、右から左へとなることもある。症状が全くないもの

から心不全の症状を伴う重症例まで様々な段階がある。幼児期までに手術が行われることが多く、手術後は他の子

供と同様の学校生活が送れるようになってきている。そのため小児慢性特定疾患の対象となることは少ない。 

イ 心房中隔欠損 

卵円孔部に弁状の裂隙（れつげき）を残すだけのものから、二次中隔の一部が欠損し左右の心房が常時交通して

いる重いものまで、程度には様々な段階がある。軽症例の場合には、それほど注意を必要としないが、常時短絡の

ある者については、５～１０歳ころに手術やカテーテル閉鎖術を行うことが多い。学齢期に症状を呈することはま

れである。そのため小児慢性特定疾患の対象となることは少ない。 

ウ 心筋症 

学校での心臓検診で偶然に発見されることも多く、突然死の原因の１つになっている。主に、心臓の筋肉（心筋）

が薄くなっていく拡張型心筋症と、心筋が厚くなっていく肥大型心筋症がある。前者は、体動時の易疲労感（体を

動かしたときに疲れやすい）などの心不全症状が目立つのに対し、後者では症状が 

出るまでに不整脈等で突然死することも多い。これら以外にも拘束型心筋症があるが、これは予後不良である。い

ずれにしても、学校生活においても厳重な内科的管理が必要であり、拡張型・拘束型心筋症は心臓移植の対象とな

る疾患でもある。 

エ 川崎病 

発熱、目の充血、イチゴ舌、頚部（けいぶ）リンパ節の腫脹、発疹（ほっしん）、四肢の浮腫（むくみ）などを

主要症状とする原因不明の疾患である。心臓への合併症として冠状動脈瘤（りゅう）が挙げられるが、早期のガン

マグロブリン療法や抗凝固療法が有効とされている。合併症がない場合は、学校生活に規制はないが、合併症が生

じた場合はその重症度により規制が必要となる。重症例では狭心症や心筋梗塞を来すことから、カテーテルインタ

ーベンションや冠状動脈のバイパス手術を余儀なくされる場合もある。 

※最近は、上記以外にも Fontan 術後や複雑心奇形、重症不整脈、心・肺移植後の子供等への対応が重要となってき

ている。 

 

⑥糖尿病 

糖尿病は、インスリンという膵臓から分泌されるホルモンの不足のため、ブドウ糖をカロリーとして細胞内に取

り込むことのできない代謝異常である。大きく分けると、１型糖尿病（若年型糖尿病）、２型糖尿病（成人型糖尿

病）、続発性糖尿病（二次性糖尿病）がある。子供の場合には１型が大部分であるが、２型も増加傾向にある。初

期の症状としては、多飲、多尿などで始まり、高血糖が顕著になると痙攣（けいれん)や意識障害を来す場合もある。

１型糖尿病では、インスリンの分泌が高度に低下するため、継続して定期的にインスリンを注射する必要がある。

そのため発達の段階等に応じて、子供が自ら血糖値測定や注射をできるようにする。運動などの後は、低血糖に注

意し、低血糖時には自分で糖分（ブドウ糖など）をとるように医師から指示されている。また、最近は、生活習慣

や肥満等による２型糖尿病もみられるようになってきている。糖尿病には、正確な食事療法と運動療法が大切なの

で、主治医に指示された食事や運動に関する注意点をきちんと守るように指導する必要がある。また、１型糖尿病

は生涯にわたりインスリン注射を必要とするので、精神的な支援が重要である。特に、乳幼児期発症例に比べ、小

学校高学年以降での発症例では、子供が病気を理解できるようになるまでの支援が必要である。なお、血糖値のコ

ントロ－ルが困難であったり、生活の自己管理の確立を図る必要があったりする場合には、そのための教育入院も

必要となる。学校生活、特に運動や学校行事を実施するに当たっては、日本学校保健会の「学校生活管理指導表」

を活用することが大切である。また、緊急時にも適切に対応できるようにするため、必要に応じて同会が作成して

いる「糖尿病患児の治療・緊急連絡法等の連絡表」を活用することも有効である。 

ア １型糖尿病 

膵臓のβ細胞の機能異常が起こり、インスリンの分泌が減少して高血糖と糖尿が起こる。インスリンを外部から

補給するため、インスリンの注射が必要である。 

イ ２型糖尿病 
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発症要因としては、遺伝的素因と肥満及び過食など生活習慣病に伴うインスリンの需要が増大する一方で、イン

スリンの分泌が相対的に低下したり、インスリンがうまく作用しなくなったりして発症する。 

 

⑦血友病 

血液の凝固をつかさどる凝固因子を正常に作れない遺伝性の病気であり、皮下、外傷、手足の関節、筋肉、歯肉、

頭蓋内に出血しやすく、また、出血すると、なかなか止まりにくいことが主な症状である。血液凝固因子製剤の注

射により、症状の発現を予防したり、出血の程度を軽くしたりすることができる。日常生活では、けがなどのとき

の出血に注意することが大切である。なお、症状が重度な場合や生活の自己管理の確立を図ったりする場合などに

入院を必要とすることがある。昭和５８年１０月より血友病患者の自己注射（家庭治療）が保険適用になり、早期

止血が可能となった。このことにより、血友病患者の多くは、通常の社会生活を送ることができるようになってき

ている。 

 

⑧整形外科的疾患 

病弱教育の対象である主な整形外科的疾患としては、二分脊椎、骨形成不全症、ペルテス病及び脊柱側弯（そく
わん）症などがある。それぞれの症状や治療の状況等に応じた適切な対応が必要である。 
ア 二分脊椎症 

二分脊椎症は、妊娠初期に何らかの原因で胎児の脊椎骨の形成が阻害され、脊椎管の後部が開いたままの状態と
なり、脊髄がはみ出して腰部の瘤（こぶ）となって現れる（開放性二分脊椎）。これを出産直後に、細菌感染によ
る脳脊髄炎などから守るため閉鎖縫合手術を行うが、術後も失われた神経機能は回復しないため、下肢の運動まひ、
皮膚感覚の欠如、尿意欠損した排泄困難（直腸膀胱障害）が残る。合併症として水頭症を多発しシャント手術をし
ばしば要する。また、内臓にも奇形を伴うことがあり、これらの諸障害から成長するに従い下肢の変形や褥創（じ
ょくそう）の発生、膀胱から腎臓への尿の逆流が進むと腎臓障害を起こすことがあるので、注意しながら指導する
必要がある。 
イ 骨形成不全症 

全身の結合組織疾患であり、骨、歯、皮膚、靱帯(じんたい)、腱、筋膜、眼の強膜などに弱さがみられる。最も
目立つのが骨膜性の化骨障害による骨の脆弱(ぜいじゃく）で、繰り返し骨折し、骨が変形することもある。生まれ
たときより骨折に伴う重篤な骨変形を示す症例から、比較的軽症な症例まで多様である。骨の最大の栄養は、外か
らの応力（筋力・重力など）であり、安静は良くない。骨折時のギプス固定は健常児よりも短期間とするのが良い。
ウ ペルテス病 

ペルテス病は何らかの影響によって大腿（だいたい）骨頭の血流が遮断され、その結果栄養が十分に行き渡らな

かったため、大腿骨頭が部分的に壊死（えし）して、つぶれた状態になり、股関節の疼痛（とうつう）と跛行(はこ

う：疾患のため正常な歩行ができない状態）を伴う。発症年齢は５歳から１０歳頃までの男子に多い。治療法につ

いては、意見が分かれ、重症度、年齢を考慮して選択される。その中で基本となるのは、次のような内容である。

大腿骨頭に負荷をかけないようにして生活していると骨端核がよりよく再生し、骨頭変形を生じるとしても、骨壊

死（えし）は必ず治る。一般に、発症から治癒までは３年以上かかるといわれている。日常の生活管理では、治療

を行っている部分の運動制限はあるが、その他の部位については筋力が低下しないように、病院での機能訓練や学

校での自立活動のときに留意する必要がある。ペルテス病の場合には、股関節の運動が禁止されている期間でも、

下腿三頭筋や大腿四頭筋の萎縮予防のために、足関節や膝関節の運動は必要である。したがって、装具着用が必要

な時期は装具の着用を正しく守り、決して無理をしないこと、処方されたリハビリテーションをきちんと実施する

ことが大切である。装具の着用が義務づけられ、運動・動作が制限されることにより、学習に参加することが出来

なくなり、学習空白が生じることがある。例えば、立位での学習が不可能な場合には、装具を着用した姿勢で学習

が出来るように指導内容を替えたり、指導方法や教材・教具を工夫したりする必要がある。 

エ 脊柱側弯症（せきちゅうそくわんしょう） 

脊柱側弯症は、機能性側弯症と構築性側弯症に分けられる。機能性側弯症の場合は、左右の脚長差や不自然な姿

勢を長く続ける生活習慣などが原因となる。構築性側弯症は、脊椎の先天奇形によるもの、脳性まひや筋ジストロ

フィーなどの種々の筋疾患によるもの、原因不明のもの（特発性脊柱側弯症）に分類される。脊柱側弯症は、脊柱

が側方に曲がるもので、更にそれにねじれが加わる場合がある。構築性側弯症で原因不明のものは、特発性側弯症

と呼ばれ、小学校高学年から中学生にかけての思春期に多く発症し、男子よりも女子に多い。特発性側弯症の治療

法には、体操療法、牽引（けんいん）療法、装具療法、手術療法等がある。これらのうち、どの療法を選択するか

については、年齢と側弯の程度によって決定される。側弯の程度が軽度の場合は体操療法、中度の場合はコトレル

牽引やミルウォーキー装具等の療法、重度の場合は手術療法（金属性器具で脊柱を固定する。）が行われる。日常

の生活管理としては、その他の部位については筋力が低下しないように、病院での機能訓練や特別支援学校等での

自立活動を行うことが必要である。装具着用が必要な時期は、装具の着用を正しく守り、病院等では処方されたリ

ハビリテーションをきちんと実施するとともに、学校では医師や理学療法士等の医療関係者からの指導・助言を踏

まえて自立活動を実施することが大切である。手術が必要な場合には、手術前の検査のため授業を受けられなかっ

たり、精神的にも手術に対する不安を強く抱えていたり、手術後はしばらくの間ベッドに固定されて身動きがとれ

なかったり、その後、装具の着用が義務づけられ、運動・動作が制限されるという経過をたどる場合が多い。手術

前の検査等で学習空白がある場合は、空白となっている学習内容を的確に把握し、その内容を理解できるように指

導計画を作成する必要がある。また、できるだけ学習空白が生じないように、手術後は、医師の許可を得た上で、

ベッドサイドでの指導を積極的に行い、学習を継続することが大切である。その際、ベッド上での学習に適した教

材・教具を使用するなどの工夫が必要となる。また、装具の着用などによる身体活動に制限がある場合には、装具

を着用した姿勢で学習が可能な学習内容に替えたり、指導方法や教材・教具を工夫したりする必要がある。 

 

⑨てんかん 

発作的に脳の神経細胞に異常な電気的興奮が起こり、その結果、意識、運動、感覚などの突発的な異常を来す病
気であり、発作型は大きく部分発作と全般発作に分けられる。最近は、脳波検査により精密に診断され、大部分の
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てんかんは、継続して服薬することにより、発作をコントロ－ルすることができる。発作がコントロ－ルされてい
る子供については、体育や学校行事などの制限は不要である。しかし、確実な服薬が重要なので、医師との連絡を
密にしながら指導することが大切である。また、他の脳神経疾患、先天性の疾患等に合併するてんかんもある。こ
のような子供の一部には、発作のコントロ－ルが難しい場合もあるが、基本的には発作と付き合いながら学校生活
に参加しつつ治療を継続する。なお、集中的な検査や治療を要する場合は入院することもあるが、このようなこと
は比較的少ない。 
ア 緊急対応を要する発作 

多くは全身性の強直や間代を伴う痙攣（けいれん)がこれに該当する。発作は、最初から全身の痙攣を来す全身性
強直間代発作（大発作）や片方の手のぴくぴくした動きなど（部分発作）から始まって全身痙攣に至ることもある
（二次性全般化発作）。前者では最初から意識がなくなるが、後者では最初は意識があり後で思い出すことができ
る。発作中、失禁を来したり、呼吸がしにくくなったり、唾液を飲みこみにくくなったりすることがある。また、
発作に先立って不快感を覚えるなどの前兆を認めることもある。なお、発作は通常、数分以内に収束する。発作中
は呼吸がしにくくなるため、衣服を緩めて呼吸がしやすい体位を取らせる。また顔を横に向けるなどして、痰がの
どに詰まらないようにする。口の中に食べ物が入っている場合は窒息することがあるため、口の中のものを出すこ
とが必要な場合がある。しかし、歯を食いしばることがあるため、安易に指等を入れてかき出さないこと。口の中
の食べ物が出やすいような体位をとるようにするなどの対応が必要である。また、歯を食いしばることにより、口
の中に入れた物を噛（か）みちぎったり、歯を折ったりすることがあるので、口の中には、タオルやスプーン等を
入れてはいけない。発作が収束した後は、いびきをかいて深く眠ることが多いが、このときも痰を詰めないように
注意し、顔を横に向けるなどの配慮を行うとともに、呼吸や顔色に注意すること。発作が長く続く場合や、一回の
発作は短くても繰り返し起こる場合、初めての発作の場合には、救急隊に依頼して医療機関への搬送を考慮するこ
と。 
イ 危険を排除しながら見守るのが中心の発作 

手足の一側だけなど身体の一部だけの痙攣（部分発作）や、短時間身体を固くさせるだけの発作で意識が保たれ

ている場合、ボーッとして意識がはっきりしない状態になるだけの発作（欠神発作、複雑部分発作）の場合などで

は、刺激しないように配慮しつつ発作が収まる（終わる）のを待つこと。この場合も不適切な場所にいる場合は安

全な場所に移動させてもよい。また意識なく動き回ることもある（自動症）が、この場合も刺激せずに安全面に配

慮すること。この状態が比較的長く続くこともあるが、顔色などが良好であれば見守りを続けること。時に全身痙

攣に発展したり、意識が戻らないうちに繰り返し起こることもある（部分発作重積）ので、その場合は緊急対応が

必要なので“ア 緊急対応を要する発作”に従って対応すること。 

 

⑩重症心身障害 

重度の知的障害と重度の肢体不自由を併せ有する障害であり（大島分類１〜４）、生活は全介助を必要とする場

合が多い。原因は様々であるが、大きくは、周産期障害（出産の前後の障害）、後天性障害（外傷、脳炎など）、

先天性障害（代謝異常、染色体異常、奇形など）に分けられる。いずれもその基盤に中枢神経機能の障害を併せ有

することが多い。多くの場合、日常的な医療管理を必要とするが、できるだけ生活上の活動力（呼吸や食事、消化

機能など）を高めるとともに、認知機能などの個々の持っている力や日常生活に参加する力、他者と関わる力、感

動する力などを高めるようにすることが必要である。最近は、様々なスイッチ等の支援機器を活用して、本人が自

ら操作できるようにしたり、自らの意思を伝えたりするような取組も行われている。このような重症心身障害者に

対しては、障害の実態を的確に把握し、病棟内、施設内等の学校以外の場でも、その実態に即した適切な教育的対

応を行っていくことが必要である。この場合、教育、医療及び保健、福祉など多くの専門家と連携協力していくこ

とが重要である。 

 

⑪アレルギー疾患 

ア アトピー性皮膚炎 
アトピー性皮膚炎は、かゆみのある湿疹（しっしん）が慢性的に持続する病気である。文部科学省が平成１９年

に発表した「アレルギー疾患に関する調査研究報告書」によると、平成１６年の有病率は、小学生６.３％、中学生
４.９％、高校生４.０％と報告されている。日本学校保健会では平成２０年に「学校生活管理指導表（アレルギー
疾患用）」と「学校のアレルギー疾患取り組みガイドライン」を公表しており、これらを適切に活用することによ
り、アレルギー疾患のある子供の学校生活を支援する取り組みの強化を図ることができる。生まれながらにアトピ
ー素因とともに皮膚のバリア機能低下があるためアトピー性皮膚炎の子供の皮膚は、様々な刺激に対し過敏で、乾
燥しやすい。そこへ環境因子としてアレルゲン（アレルギー反応を引き起こす原因物質；ダニやカビ、動物のフケ
や食物など）や汗、シャンプーや洗剤、生活のリズムの乱れや心理的ストレス、日光などが作用し皮膚炎を生じ、
更に掻（か）くことや悪化因子が加わり皮膚炎が悪化するという悪循環を繰り返すと考えられている。皮膚炎は、
顔、首、肘の内側、ひざの裏側などによく現れるが、ひどくなると全身に広がる。軽症では皮膚が乾燥し、がさが
さしていることが多いが、悪化すると赤くなりジュクジュクしたり、硬く厚くなったりする。かゆみが強いためひ
っかき傷が目立ち、しばしば伝染性軟属腫（水いぼ）や膿痂疹（トビヒ）などの皮膚感染症を合併することがある。
治療は、室内の清掃や換気などにより原因、悪化因子を軽減すること、皮膚を清潔にして保湿を十分に行うなどス
キンケアを徹底すること、患部への外用薬(軟膏)の塗布やかゆみを和らげる薬の服用などの薬物療法が中心となる。
学校ではプール指導に際し、紫外線対策（日陰での待機や日焼け止めクリームの使用等）と塩素対策（シャワーの
徹底、その後の外用薬使用等）などが必要となる。また、発汗対策が有効といわれている。外用薬としてはステロ
イド軟膏とタクロリムス軟膏が炎症やかゆみを軽減させるのに有効である。一時期ステロイド外用薬について誤っ
た報道がなされたが正しく使用すれば副作用はほとんど見られない。保湿剤の外用は乾燥しやすい皮膚を保護する
目的に用いられるが炎症を抑える効果はほとんどない。皮膚のかゆみが強く夜間睡眠の障害や集中力の低下などに
よる学習への影響、外見的な理由に起因する自尊感情の低下や他者からの誹謗による社会適応への影響などがある
ので、教育的な配慮や支援が望まれる。 

(注 1)アトピー素因：一般的に、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎の病歴又は家族歴をもつも
のをいう。 

(注 2)バリア機能：皮膚の最外層を角層が被（おお）うことにより、外界からの刺激や物質の侵入から体の内部
を護（まも）るとともに体内水分の蒸散を防いでいる作用のこと。 

イ 食物アレルギー 

特定の食物を摂取することによりアレルギー反応を介して皮膚・呼吸器・消化器あるいは全身性に症状を示す病
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気である。子供の有病率は１～３％程度である。学齢期に見られるのはほとんどが即時型と呼ばれる病型で、原因

食品を食べて２時間以内に症状が出現する。その症状はじんましんのような軽い症状から、生命の危険を伴うアナ

フィラキシーショックに進むものまで様々である。数は少ないが果物や野菜、木の実類などを摂取し数分で口腔（こ

うこう）内の症状（のどのかゆみ、ヒリヒリ・イガイガする、腫れぼったいなど）が出現する口腔アレルギー症候

群や原因食物（小麦、甲殻類が多い）を摂取して２時間以内に運動（昼休みの遊びや体育、部活動など）をするこ

とでアナフィラキシー症状を起こす食物依存性運動誘発アナフィラキシーなどがあり注意が必要である。原因食物

は、鶏卵、乳製品が大半であるが、それ以外も甲殻類、ソバ、果物類、魚類、ピーナッツ、軟体類、木の実類など

がある。血液検査だけでは診断できず、過去の症状誘発のエピソードや医療機関での経口負荷試験結果なども参考

にして判断される。不必要な食物除去が行われている場合もある。偏った栄養バランスが、成長発達に悪影響を及

ぼす危険性を考慮し、的確な診断に基づく必要最小限の食物除去を行うことに努めねばならない。治療の原則は原

因食品を摂取しないことであるが、万が一症状が出現した場合は速やかに適切な対処を行うことが重要である。じ

んましんなどの軽い症状に対しては抗ヒスタミン薬、ステロイド薬の内服や経過観察により回復するが、呼吸困難

やショックなどの重篤な症状に対してはアドレナリン自己注射薬（エピペン）を早期に注射する必要がある。アナ

フィラキシーを起こす危険性が高く、医療機関での治療が受けられない状況が想定される子供に対し、万一に備え

てエピペンは処方されるので、子供や保護者と十分に協議し対応について共通理解を図っておく必要がある。学校

では食物アレルギーのある子供に関する情報を正しく把握し、保護者と相談の上、給食や食物・食材を扱う授業、

宿泊を伴う校外活動などにおける対応に配慮が必要となる。詳しくは日本学校保健会が出している「学校のアレル

ギー疾患取り組みガイドライン」を参照し、食物アレルギーのある子供の学校生活支援の強化を図ることが必要で

ある。 

 

⑫肥満（症） 

肥満症は身体脂肪が異常に増加した状態と定義される。判定には、体脂肪率、皮下脂肪厚の測定や標準体重から

の隔たりの程度、身長・体重の測定値から計算された指数値のいずれかが用いられる。子供の場合は「年齢別・身

長別体重表」から算定されたものを用いる。現在の体重が、標準体重に対して何％増加しているかが肥満の度合い

を示すものである。２０～３０％未満を軽度肥満、３０％以上５０％未満を中等度肥満、５０％以上を高度肥満と

する。肥満の中には、内分泌異常等に起因する病気による場合（症候性肥満）も含まれるが、多くは摂取カロリ－

の過剰による単純性肥満である。肥満症には、それぞれ適切な対応が必要である。肥満症の子供は高血圧症や脂肪

肝のような肝障害や高コレステロ－ル血症になる可能性があり、これらは子供における代表的な生活習慣病である。

さらに、体型や運動能力の低下などから劣等感をもつようになったり、学力の低下や学校嫌いへと進んだりするこ

ともある。肥満症の治療には、食事療法と適度の運動療法があるが、子供の場合には、発育を重視しなければなら

ないので、過度の食事制限は好ましくなく、運動療法と生活リズムの改善を中心とする。肥満傾向を早期に発見し

て、食生活、日常生活を改善することが予防につながる。この場合、家族全体の協力が必要であるとともに、特に

学校での適切な対応も重要になる。なお、高度肥満で改善の傾向がないもの、家庭で適切な食事や生活の管理が困

難なものなどについては、必要に応じて入院も考慮するが、基本は自宅における毎日の生活管理である。 

 

⑬心身症 

心身症とは、診察や検査で詳細に調べると異常が見いだされる身体の病気であって、その病気の始まりと経過に
その人の心理的な問題や社会的問題が密接に関係しているものである。密接に関係しているとは、身体的治療のほ
かに心理社会的問題へも対応しなければ完全には治らないという意味である。子供の心身症についても大人と同じ
症状を示すのが普通であるが、一方、子供に特徴的に出現する心身症もある。症状としては、腹痛や頭痛、疼痛な
どが認められる。例えば、心理社会的な問題と腹痛がある場合には、胃潰瘍などの器質的な疾患があれば心身症と
するが、器質的な疾患がない場合には、その病気の始まりと経過にその人の心理的問題や社会的問題が密接に関係
している場合には身体表現性障害と診断される。前述の身体表現性障害では、器質的な疾患がないため、環境調整
と心理療法を主に行うが、心身症の場合には、これらに加えて器質的な疾患に応じた薬物療法等が必要となる。よ
って心理的・社会的な問題が密接に関係している身体症状の場合においても、一度は器質的疾患の有無について精
査を行い、診断することが重要である。対応としては、①薬物療法、②環境調整、③心理療法などがある。心身症
には様々なものがあるが、最も多いのが反復性腹痛と頭痛である。最近、特別支援学校（病弱）に神経性食欲不振
症や神経性過食症などの摂食障害の診断を受けた子供が増えている。以下、これらの病気の概略について説明する。
ア 反復性腹痛 

反復性腹痛とは、子供の活動に支障を来すほどの腹痛が、３回以上、３か月以上にわたり反復するものをいう。
原因不明のものが多いが、不安や緊張感によって症状が出たり強くなったりする傾向がよく認められ、この点が心
身症として考えられる理由である。経過では、腹痛を訴える回数が次第に減少し、いつの間にか改善している、と
いうことがよくある。しかし、約三分の一は腹痛が軽くなるものの、思春期以降まで何かストレスがあると腹痛を
起こしやすい傾向は残るといわれている。腹痛が長時間持続する場合、その少なくとも半数は、最終的に過敏性腸
症候群の症状を示してくるといわれている。 
イ 頭痛 

頭痛の訴えは、子供の痛みの訴えの中では腹痛に次いで多い。心理的なものとの関係では緊張性頭痛といわれる
ものがある。緊張的頭痛は、精神的な緊張感を背景として、頭を包む筋肉が持続的に収縮したままとなって発生す
る。この筋肉は肩の方にもつながっているので、同時に、肩こりや首筋のだるさ、重さ、頭重感などを伴うことが
しばしばである。 
ウ 摂食障害 

摂食障害は通常、神経性食欲不振症あるいは神経性無食欲症（以下｢ＡＮ｣という。）と神経性過食症あるいは神

経性大食症（以下｢ＢＮ｣いう。）を包括するものをいう。摂食障害は、１０代はじめから２０代にかけての思春期・

青年期の女性が大半であるが、稀（まれ）に男性にも生じることがある。ＡＮでは、極端に食事の量が減るが、特

に主食やカロリーの高い食品を毛嫌いし、低カロリーと本人が思う食品しか摂りたがらないという食行動上の特徴

が目立ち、中には摂食後に自分で嘔吐（おうと）したり、下剤を乱用する者もいる。ＡＮとの診断がなされる条件

としては、体重減少の程度が平均体重のマイナス 15％以下とされている。ＡＮは、他の病気があってやせているわ

けではなく、むしろ過剰に活動的になることが多く、同時に異常にやせていても自分ではそうとは認識していない

ことが多い。身体症状としてはむくみ、低体温、徐脈などの症状がみられ、女性の場合には無月経となるか、初潮
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前の発症では初潮年齢が遅れる。体重減少が続き徐脈などが進行する場合、急激な体重減少が生じた場合、あるい

は水の摂取さえ拒むようになった場合などには、入院治療の必要性を含め、家族と緊密な連絡を取り合いながら医

療の判断を仰ぐ必要がある。ＢＮは単なる大食でなく、繰り返される過食と体重のコントロールに過度に没頭する

ことが特徴で、過食の後に自分で嘔吐したり、下剤や利尿剤を乱用することがあり、精神的いらいら、抑鬱、自己

嫌悪などの精神症状を伴うことが多い。このような症状はＡＮにも認められることがあり、ＡＮとＢＮ両方の病像

を行ったり来たりすることもある。体型は普通か少しやせ気味な場合が多く、精神症状も身体症状も外見からはわ

かりにくいことから、本人の訴えで初めて分かることが多いという点がＡＮとは異なる。治療は身体療法、精神療

法、認知行動療法、薬物療法、家族療法などを適宜組み合わせて行われることが多いが、ＡＮを中心に生命の危険

もある場合には入院治療を導入されることも少なくない。いずれの場合にも、学校は家族の同意を得た上で、主治

医と緊密な連携を図りながら本人の回復とその後の経過を根気よく支えることが大切である。 

 

⑭うつ病等の精神疾患 

様々なストレスが増加する社会の中で、うつ病や双極性障害（そううつ病）を中心とする気分障害等の精神疾患
を発症する大人が多くなってきている。以前は子供に、うつ病はないと言われた時代もあるが、ＤＳＭ－Ⅲが世に
出てからはＤＳＭによる操作的診断が普及する中で、うつ病や双極性障害等の診断を受ける子供は、大人と同様に、
けっして珍しくなくなっている。抑うつ症状はうつ病だけでなく、統合失調症などあらゆる子供の精神障害によく
認められる。また、自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害の診断を受けた子供がストレスの強い環
境に反応して、二次的に抑うつ症状を呈することがあるため、児童精神科医などの専門家でないと診断は難しい場
合が多い。うつ病は、大人と基本的な症状は同じであるが、子供の場合は抑うつ気分を言葉で表現することが難し
いため、ぼうっとした感じになったり、不機嫌になったり、いらいらして周囲に当たり散らしたり、大人に反抗し
たり、頭痛や腹痛などの身体症状を訴えたり、不登校となったり、学業成績が低下したりするなど子供特有の非定
型な症状が見られるので注意が必要である。非常に早い周期で気分の波が現れたり、そうかと思うと完全に症状が
無くなる間欠期が、見られたりする場合もある。子供のうつ病や双極性障害では、このように症状が大人と異なる
だけでなく、薬物療法の効果が大人のようには認められないこともある。正確な診断は子供の成熟とともに、経過
中に徐々に明らかになることがあるため、途中で変更を余儀なくされることも珍しくない。疾患により治療アプロ
ーチは異なるものの、学校場面では安定した関わりと病期に応じた柔軟な対応が予後に影響する。これらの対応は、
学校と家庭が協力して行い、必要な場合には、速やかに児童精神科医や臨床心理士に相談すること。特別支援学校
（病弱）には、うつ病や双極性障害等の気分障害の子供もいるが、思春期以降に発症することが多い統合失調症を
１０歳前後で発症したという子供もいる。また、自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害の診断を受
けた子供も増えている。発達障害の子供は、それだけでは特別支援学校（病弱）の対象ではない。学習障害や注意
欠陥多動性障害の子供は、小中学校の通常の学級で学習することが基本であるが（自閉症については、自閉症・情
緒障害特別支援学級で学習することはできる）、必要な場合には通級による指導を受けることもできる。しかし、
これらの子供の中には、成長とともにうつ病や強迫性障害、適応障害、統合失調症等の精神疾患の症状が顕在化し、
在学中に診断名が付け加わったり変化したりすることもある。このような状態の子供の中には、特別支援学校（病
弱）で学習することが必要となることもある。そのため、最近は、特別支援学校（病弱）の小学部の高学年や中学
部、高等部に転校してくることも多い。また、うつ病等の精神疾患の診断を受けた子供の中には、家庭や以前いた
学校で虐待やいじめを受けた経験のある者もおり、指導する教員や他の子供に攻撃的な行動をとったり、自傷行為
を繰り返したりすることがある。また、子供によっては、他の子供と一緒に活動することが苦手で孤立しがちな者
や、教員に過剰に甘えてくる者もおり、教員に求められる対応も一人一人異なることを心得ておきたい。子供が情
動不安定になっても、病気の症状のために自己制御が困難であるとの認識に基づいて、教員が子供の行動に振り回
されずに、いつも変わらず落ち着いた態度で接することが求められる。精神疾患の子供は、上記のように適切に対
応することにより症状が改善し、通常の教育で対応可能な状態になることも多いため、学校における適切な対応が
求められる。なお、特に下記のような症状が現れている時には、家族の了解を得た上で、児童精神科等の専門機関
に相談し、連携して取り組むことが重要である。 
○ 幻覚、妄想 

悪口が聞こえるという幻聴や周りから嫌がらせをされるという被害妄想が多い。幻覚や妄想は、実際にないこと
を信じているということが定義であり、思春期以降に発症することが多い統合失調症の主症状である。稀（まれ）
に統合失調症が１０歳前後で発症することもある。統合失調症では、これに加えて、辻褄（つじつま）の合わない
話をしたり、引きこもることが多いが、逆に興奮したりする場合もある。治療法は、薬物療法が必須（ひっす）で
ある。その他には、自閉症などの発達障害において、障害の特性から対人関係をうまく築くことができず、いじめ
などの心理的なストレスを引き金に、被害妄想や幻覚が生じることもある。この場合、原因との関連が心理的に了
解可能な幻覚妄想であるという性質をもち、環境調整と心理療法が有効である。児童が実際に悪口を言われたり、
いじめを受けていたりしているかどうかの事実関係の確認などが必要である。 
○ 希死念慮、自傷行為 

希死念慮（きしねんりょ：死にたいと願うこと）や自傷行為は、子供に時にめられる症状である。希死念慮や自

傷行為が認められる中で、自殺企図（自殺をくわだてること）や自殺既遂に至るものは少ないが、生命の危機であ

るため、家庭と連携した十分な注意と対応を必要とする。特に自殺企図があったり、強い希死念慮が持続的に認め

られたりする場合は、対応法は個々のケースで異なる。子供の命を守るため、家族と相談の上、児童精神科等の専

門機関に相談することが必要である。 

 

⑳その他 

①～⑲で示しているのは、あくまでも例であり、これら以外の疾患であっても、病弱教育の対象となることはあ

る。これら以外にも、例えば、色素性乾皮症（ＸＰ）やムコ多糖症等の希少疾患や、もやもや病、高次脳機能障害、

脳原性疾患等の様々な疾患のため病弱教育を必要とする子供がいる。病弱教育の対象として判断するに当たっては、

疾患名を把握することも重要なことであるが、例えば同じ心臓疾患であっても、ほとんど健康な子供と同じ運動が

できる状態の子供もいれば、酸素を必要とする子供や、厳しい運動上の制限がある子供もいるため、診断名だけで

は、障害の実態や子供が必要とする教育的支援の内容が分からない。そのため、学校教育法施行令や通知等で示さ

れているように、医療や生活規制等の状態等により判断し、その上で個々の子供の実態に応じた適切な指導と必要

な支援について検討することが必要である。 
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資料４．合理的配慮の観点・項目別 「病弱」の子どもへの配慮例 

※中央教育審議会初等中等教育分科会「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シス

テム構築のための特別支援教育の推進（報告）」より抜粋。下記 Web サイトよりダウン

ロードできます。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm 
 

観点・項目  内 容  病弱の子どもへの配慮例  

① 

― 

１ 

教
育
内
容 

①－１－１  
学習上又は生

活上の困難を

改善・克服す

るための配慮  

障害による学習上又は生活上の困難

を主体的に改善・克服するため、ま

た、個性や障害の特性に応じて、そ

の持てる力を高めるため、必要な知

識、技能、態度、習慣を身に付けら

れるよう支援する。  

服薬管理や環境調整、病状に応じた

対応等ができるよう指導を行う。

（服薬の意味と定期的な服薬の必

要性の理解、指示された服薬量の徹

底、眠気を伴い危険性が生じるなど

の薬の副作用の理解とその対応、必

要に応じた休憩など病状に応じた

対応 等）  

①－１－２  
学習内容の変

更・調整  

認知の特性、身体の動き等に応じて、

具体の学習活動の内容や量、評価の

方法等を工夫する。障害の状態、発

達の段階、年齢等を考慮しつつ、卒

業後の生活や進路を見据えた学習内

容を考慮するとともに、学習過程に

おいて人間関係を広げることや自己

選択・自己判断の機会を増やすこと

等に留意する。  

病気により実施が困難な学習内容

等について、主治医からの指導・助

言や学校生活管理指導表に基づい

た変更・調整を行う。（習熟度に応

じた教材の準備、実技を実施可能な

ものに変更、入院等による学習空白

を考慮した学習内容に変更・調整、

アレルギー等のために使用できな

い材料を別の材料に変更 等）  

① 

― 

２ 

教
育
方
法 

①－２－１  
情報・コミュ

ニケーション

及び教材の配

慮  

障害の状態等に応じた情報保障やコ

ミュニケーションの方法について配

慮するとともに、教材（ＩＣＴ及び

補助用具を含む）の活用について配

慮する。  

病気のため移動範囲や活動量が制

限されている場合に、ICT 等を活用

し、間接的な体験や他の人とのコミ

ュニケーションの機会を提供する。

（友達との手紙やメールの交換、テ

レビ会議システム等を活用したリ

アルタイムのコミュニケーション、

インターネット等を活用した疑似

体験 等）  

①－２－２  
学習機会や体

験の確保  

治療のため学習空白が生じることや

障害の状態により経験が不足するこ

とに対し、学習機会や体験を確保す

る方法を工夫する。また、感覚と体

験を総合的に活用できる学習活動を

通じて概念形成を促進する。さらに、

入学試験やその他の試験において配

慮する。  

入院時の教育の機会や短期間で入

退院を繰り返す児童生徒の教育の

機会を確保する。その際、体験的な

活動を通して概念形成を図るなど、

入院による日常生活や集団活動等

の体験不足を補うことができるよ

うに指導する。（視聴覚教材等の活

用、ビニール手袋を着用して物に直

接触れるなど感染症対策を考慮し

た指導、テレビ会議システム等を活

用した遠隔地の友達と協働した取

組 等）  

①－２－３  
心理面・健康

面の配慮  

適切な人間関係を構築するため、集

団におけるコミュニケーションにつ

いて配慮するとともに、他の幼児児

童生徒が障害について理解を深める

ことができるようにする。学習に見

通しが持てるようにしたり、周囲の

状況を判断できるようにしたりして

心理的不安を取り除く。また、健康

入院や手術、病気の進行への不安等

を理解し、心理状態に応じて弾力的

に指導を行う。（治療過程での学習

可能な時期を把握し健康状態に応

じた指導、アレルギーの原因となる

物質の除去や病状に応じた適切な

運動等について医療機関と連携し

た指導 等）  
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状態により、学習内容・方法を柔軟

に調整し、障害に起因した不安感や

孤独感を解消し自己肯定感を高め

る。学習の予定や進め方を分かりや

すい方法で知らせておくことや、そ

れを確認できるようにすることで、

心理的不安を取り除くとともに、周

囲の状況を判断できるようにする。

② 

支
援
体
制 

②－１  
専門性のある

指導体制の整

備  

校長がリーダーシップを発揮し、学

校全体として専門性のある指導体制

を確保することに努める。そのため、

個別の教育支援計画や個別の指導計

画を作成するなどにより、学校内外

の関係者の共通理解を図るととも

に、役割分担を行う。また、学習の

場面等を考慮した校内の役割分担を

行う。  
必要に応じ、適切な人的配置（支援

員等）を行うほか、学校内外の教育

資源（通級による指導や特別支援学

級、特別支援学校のセンター的機能、

専門家チーム等による助言等）の活

用や医療、福祉、労働等関係機関と

の連携を行う。  

学校生活を送る上で、病気のために

必要な生活規制や必要な支援を明

確にするとともに、急な病状の変化

に対応できるように校内体制を整

備する。（主治医や保護者からの情

報に基づく適切な支援、日々の体調

把握のための保護者との連携、緊急

の対応が予想される場合の全教職

員による支援体制の構築）また、医

療的ケアが必要な場合には看護師

等、医療関係者との連携を図る。  

②－２  
幼 児 児 童 生

徒､教職員､保

護 者 ､地 域 の

理解啓発を図

るための配慮  

障害のある幼児児童生徒に関して、

障害によって日常生活や学習場面に

おいて様々な困難が生じることにつ

いて周囲の幼児児童生徒の理解啓発

を図る。共生の理念を涵養するため、

障害のある幼児児童生徒の集団参加

の方法について、障害のない幼児児

童生徒が考え実践する機会や障害の

ある幼児児童生徒自身が障害につい

て周囲の人に理解を広げる方法等を

考え実践する機会を設定する。また、

保護者、地域に対しても理解啓発を

図るための活動を行う。  

病状によっては特別な支援を必要

とするという理解を広め、病状が急

変した場合に緊急な対応ができる

よう、児童生徒、教職員、保護者の

理解啓発に努める。（ペースメーカ

ー使用者の運動制限など外部から

分かりにくい病気とその病状を維

持・改善するために必要な支援に関

する理解、心身症や精神疾患等の特

性についての理解、心臓発作やてん

かん発作等への対応についての理

解 等）  

②－３  
災害時等の支

援体制の整備  

災害時等の対応について、障害のあ

る幼児児童生徒の状態を考慮し、危

機の予測、避難方法、災害時の人的

体制等、災害時体制マニュアルを整

備する。また、災害時等における対

応が十分にできるよう、避難訓練等

の取組に当たっては、一人一人の障

害の状態等を考慮する。  

医療機関への搬送や必要とする医

療機関からの支援を受けることが

出来るようにするなど、子どもの病

気に応じた支援体制を整備する。

（病院へ搬送した場合の対応方法、

救急隊員等への事前の連絡、急いで

避難することが困難な児童生徒（心

臓病等）が逃げ遅れないための支援

等）  

③ 

施
設
・
設
備 

③－１  
校内環境のバ

リアフリー化  

障害のある幼児児童生徒が安全かつ

円滑に学校生活を送ることができる

よう、障害の状態等に応じた環境に

するために、スロープや手すり、便

所、出入口、エレベーター等につい

て施設の整備を計画する際に配慮す

る。また、既存の学校施設のバリア

フリー化についても、障害のある幼

児児童生徒の在籍状況等を踏まえ、

学校施設に関する合理的な整備計画

を策定し、計画的にバリアフリー化

を推進できるよう配慮する。  

心臓病等のため階段を使用しての

移動が困難な場合や児童生徒が自

ら医療上の処置（二分脊椎症等の自

己導尿等）を必要とする場合等に対

応できる施設・設備を整備する。  
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③－２  
発達、障害の

状態及び特性

等に応じた指

導ができる施

設・設備の配

慮  

幼児児童生徒一人一人が障害の状態

等に応じ、十分に学習に取り組める

よう、必要に応じて様々な教育機器

等の導入や施設の整備を行う。また、

一人一人の障害の状態、障害の特性、

認知特性、体の動き、感覚等に応じ

て、その持てる能力を最大限活用し

て自主的、自発的に学習や生活がで

きるよう、各教室等の施設・設備に

ついて、分かりやすさ等に配慮を行

うとともに、日照、室温、音の影響

等に配慮する。さらに、心のケアを

必要とする幼児児童生徒への配慮を

行う。  

病気の状態に応じて、健康状態や衛

生状態の維持、心理的な安定等を考

慮した施設・設備を整備する。（色

素性乾皮症の場合の紫外線カット

フィルム、相談や箱庭等の心理療法

を活用できる施設、落ち着けない時

や精神状態が不安定な時の児童生

徒が落ち着ける空間の確保等）  

③－３  
災害時等への

対応に必要な

施設・設備の

配慮  

災害時等への対応のため、障害の状

態等に応じた施設・設備を整備する。

災害等発生時については病気のた

め迅速に避難できない児童生徒の

避難経路を確保する、災害等発生後

については薬や非常用電源を確保

するとともに、長期間の停電に備え

手動で使える機器等を整備する。  
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資料５．学校生活管理指導表（公益財団法人日本学校保健会） 

公益財団法人日本学校保健会が作成している学校生活管理指導表（心疾患・腎疾患用、

アレルギー疾患用）は、下記 Web サイトよりダウンロードできます。 

http://www.hokenkai.or.jp/kanri/kanri_kanri.html

 

（心疾患・腎疾患用）



 

（アレル
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 ルギー疾患用）
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慢性疾患のある児童生徒の教育的ニーズ

と教育的配慮に関する調査

病弱教育研究班

独立行政法人

国立特別支援教育総合研究所

1

質問１ （１５分）

• 慢性疾患のある子どもたちの教育的ニーズ
について15項目を目標にお答えください。

• 先生方が、教員になってからこれまで経験し
てきたこと（すべて）を踏まえてお答え下さい。

• 最初に教育的ニーズを記入した後、その教育
的ニーズが理解できるような、エピソード（ど
んな場面？どんな時？）を「エピソード」欄に
記入してください。

2

グループ作業① （２０分）

• 質問１で記入した教育的ニーズについて意見
交換をします。

• グループ内の先生方が記入した教育的ニー
ズをもとに、グループで特に重要だと考える
教育的ニーズ５項目を決めて下さい。

• この５項目を「グループで決めた教育的ニー
ズ」欄に記入して下さい。

• 最後に、質問１で記入した教育的ニーズのう
ち、この５項目に関連するものがある場合、
該当の教育的ニーズの番号（１～１５）を「自
分」欄に記入して下さい（複数可）。

3

質問２ （１０分）

• グループで決めた５項目について、先生方が、
これまで配慮や指導上工夫してきたことにつ
いてお書きください。

• なお、今考えると配慮できそうなことや指導上
重要であると考えられることを記入しても構い
ません。

4

質問３ （２分）

• 質問２で記入した、教育的ニーズに応じた配
慮や指導上の工夫について、自分で一番重
要だと考える項目（ベスト１）を一つ選択し、
「重要」欄のA～Eに◎を付けてください。

5

グループ作業② （１５分）

• 先生方が選択したベスト１等を参考にしなが
ら、教育的ニーズに応じた配慮と指導上の工
夫について意見交換をし、各グループで特に
重要だと考える項目を３つ選んでください。

• この３項目については、グループとして、教育
的な配慮や指導上の工夫についてまとめ、
「ニーズ①～③」の各欄に記入してください。

• なお、この作業では、全員が記入する必要は
ありませんので、グループの誰か一人が記録
者として記入をお願いします。

6

資料 2



●質問１（１５分）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

【　ワークシート　】　グループ名（　小　中　高　：　　　）

教育的ニーズ エピソード（場面、時など）
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●グループ作業①（２０分）、質問２（１０分）、質問３（２分）

自分 重要 グループで決めた教育的ニーズ

A

B

C

D

E

●グループ作業②（１５分）　　※記録としてグループ内で１名が記入する

グループで決めた教育的ニーズ

●質問４（５分）、質問５（３分）、質問６（３分）
【子どもと心が通い合ったエピソード】

【新しい先生へのアドバイス】

【自分たちの学校で誇れると思うこと】

配慮や指導上の工夫

ニーズ①

ニーズ②

ニーズ③

配慮や指導上の工夫



独立行政法人

国立特別支援教育総研究所
病弱教育研究班 新平鎮博 

〒238-8585 神奈川県横須賀市野比 5-1-1
TEL:046-839-6873, mail: niihira@nise.go.jp

慢性疾患を持つ子どもたちの

教育的ニーズと教育的配慮に関する調査

医療現場からのご意見をください。

ご協力よろしくお願いいたします。

医療機関名 ご回答者

＊分析結果については、大阪市立大学医学部小児科学教室、同・公衆衛生看護学と共同で学会発表をします。

調査票の記載について、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾患について、お答えください。疾病は下記のとおりです。

（Ａ群） 悪性新生物(白血病、悪性リンパ腫、神経芽腫 等）

（Ｂ群） 慢性腎疾患（ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、水腎症 等）

（Ｃ群） 慢性呼吸器疾患（気管支喘息、気管狭窄 等）

（Ｄ群） 慢性心疾患（ファロー四徴症、単心室 等）

（Ｅ群） 内分泌疾患（成長ホルモン分泌不全性低身長症 等）

（Ｆ群） 膠原病（若年性関節リウマチ 等）

（Ｇ群） 糖尿病（１型糖尿病、２型糖尿病、その他の糖尿病）

（Ｈ群） 先天性代謝異常（アミノ酸代謝異常、骨形成不全症 等）

（Ｉ群） 血友病等血液・免疫疾患（血友病、慢性肉芽腫症 等）

（Ｊ群） 神経・筋疾患（ウエスト症候群、結節性硬化症 等）

（Ｋ群） 慢性消化器疾患（胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症 等）

表面は全般的なこと、裏面には、ご自身が専門とされる領域（複数でも可）、現在、診療されている例の中で、学校生

活上必要と考えるニーズと、学校で配慮が必要な内容について記入してください。疾患例の記入は自由です（必要な

場合に記載してください）。また、同じ疾患群でも必要な配慮が複数の場合は、各ニーズ毎に記入してください。

疾患群は、上記のＡ～Ｋ群でお答えください。

例）１型糖尿病；ニーズ・・・グルコースによる低血糖対応、配慮・・・グルコースを持参または養護教諭が預かり

           （選択例） ■実際に連絡し配慮されている

学校との連携等（情報交換、意見、指導など）の状況と学校医としての支援

学校との連携等についてお答えください。

（内容、程度は次の質問になりますので、問いません）

 □ 患児の通うほぼ全ての学校と連携等している。

 □ 患児の通う学校のいくつかと連携等している。

 □ 特に学校と連携等はできていない。

 □ その他 ［                        ］

学校医をされていますか？学校種もお答下さい。

 □ 校医を現在も行っている

    ［□小学校 □中学校 □高校 □特別支援学校］

 □ 今はしていないが、校医をしたことがある

    ［□小学校 □中学校 □高校 □特別支援学校］

□ 校医をしたことはない

学校との連携等について具体的な方法をお答え下さい。

（複数選択）

 □ 診断書や意見書など文章を使用している

 □ 電話を使用している

 □ 保護者に口頭で伝えている。

 □ 学校に訪問して指導等している。

 □ 病院（来院時など）で指導などをしている。

 □ その他 ［                        ］

学校医の経験がある場合、下記にお答えください。

～学校の要望で、子どもの主治医等との医師連絡

 □ 学校の要望で、主治医に連絡したことがある。

    ［具体的に                      ］

 □ 学校の要望で、主治医に連絡したことはない。

 □ その他 ［                          ］

学校と連携や連絡を実際にしたことがある場合に、対応

した教員をお答えください。（複数選択）

 □ 校長先生や教頭など管理職

 □ 養護教諭（保健室の先生）

 □ 看護師（全ての学校に配属されていません）

 □ 校医（ご自身が校医の場合も含む）

 □ 担任

□ その他 ［                        ］

学校医の経験がある場合、下記にお答えください。

～学校の要望で、学校内の研修や指導など。

 □ 学校の要望で、定期的に研修や指導を行っている

    ［具体的に                      ］

 □ 学校の要望で、必要時に研修や指導を行っている

    ［具体的に                      ］

 □ 特にしたことはない

 □ その他 ［                          ］
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学校生活における、医療機関の立場で必要と考えるニーズと、学校で配慮が必要な内容

疾患名 ［小慢（    群）：疾患例             ］

学校生活上必要と考えられるニーズについて

上記について、学校で配慮が必要な具体的な内容

上記の配慮に関する学校の対応をチェックして下さい。

□ 実際に連絡し、配慮されている

  ［□小学校､□中学校､□高等学校､□特別支援学校］

□ 実際に連絡したが、配慮されていない

□ 連絡したことはないが、配慮が必要と考える

□ その他 ［                        ］

疾患名 ［小慢（    群）：疾患例             ］

学校生活上必要と考えられるニーズについて

上記について、学校で配慮が必要な具体的な内容

上記の配慮に関する学校の対応をチェックして下さい。

□ 実際に連絡し、配慮されている

  ［□小学校､□中学校､□高等学校､□特別支援学校］

□ 実際に連絡したが、配慮されていない

□ 連絡したことはないが、配慮が必要と考える

□ その他 ［                        ］

疾患名 ［小慢（    群）：疾患例             ］

学校生活上必要と考えられるニーズについて

上記について、学校で配慮が必要な具体的な内容

上記の配慮に関する学校の対応をチェックして下さい。

□ 実際に連絡し、配慮されている

  ［□小学校､□中学校､□高等学校､□特別支援学校］

□ 実際に連絡したが、配慮されていない

□ 連絡したことはないが、配慮が必要と考える

□ その他 ［                        ］

 

疾患名 ［小慢（    群）：疾患例             ］
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ご協力ありがとうございました。


